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第 1 章 はじめに 

1. 調査の背景及び目的 

本報告書は、独立行政法人日本貿易振興機構バンコク事務所からの委託を受け、TMI 

Associates (Thailand) Co., Ltd.が行ったフィリピン共和国（以下「フィリピン」という。）

における商標制度・運用に係る実態調査（以下「本調査」という。）の結果を報告する

ものである。 

 

フィリピンは、7,600 余もの島から成る島嶼国家であり、1 億強の人口を有している

国である。平均年齢が 20 代と若く、労働人口が多いことや英語を公用語としているこ

とから、製造拠点のみならず、ソフトウェアのオフショア開発やコールセンターの拠点

としても注目されてきた。フィリピンは、ASEAN 諸国の中でもとりわけ人口が多く、

また 2022 年の GDP 成長率見通しも約 6%と高いことから、日本企業にとって依然市場

としての潜在性が高い国と言え、既に多くの日本企業がフィリピンへ進出しており、将

来的に進出を考えている日本企業も多い。 

 

企業が外国へ事業展開する際、商標権は優先的に取得する知的財産権の一つである

が、フィリピンの商標制度・運用実態は複雑で不透明な部分も多い。フィリピンでは、

登録主義が原則でありながらも、一部使用主義類似の制度が採用されている等、複雑な

商標制度となっており、制度・運用の実態把握が困難な面がある。 

 

そこで、同国における商標制度・運用に係る実態を調査し、把握することを目的とし

て、本調査を実施することとした。 
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2. 調査の概要 

本調査では、以下の項目を調査対象とし、フィリピンの商標に関する法律、下位規則、

フィリピン知的財産庁（“Intellectual Property Office of the Philippines” 以下「IPOPHL」

という。）の通達、統計資料、その他の公開資料等を精査した。 

また、これらの資料から十分な情報が得られない項目については、IPOPHL や現地弁

護士へのヒアリングを通じて、情報を入手した。 

 調査項目 

(1) 出願統計 

(2) 商標法等の改正動向 

(3) 商標制度の特徴 

(4) 商標の保護対象 

(5) 審査フロー等 

(6) 方式要件 

(7) 指定商品・役務の審査 

(8) 絶対的拒絶理由の審査 

(9) 相対的拒絶理由の審査 

(10) 異議申立て及び取消請求 

(11) 登録後の注意事項 

(12) エンフォースメント 

(13) IPOPHL が提供するオンラインツール 

(14) 料金 
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第 2 章 フィリピンにおける商標制度 

1. 出願統計 

 出願件数の推移 

IPOPHL からのヒアリングによれば、フィリピンにおける過去 5 年間の商標出願

件数の推移は、以下のとおりである。なお、フィリピンはマドリッド協定議定書の

加盟国であるため、同協定に基づく国際出願を利用することも可能である。そこで、

以下の統計では、①フィリピン居住者による IPOPHL への出願（以下のグラフ・表

では「国内出願（居住者）」と表記する。）、②フィリピン非居住者による IPOPHL

への出願（以下のグラフ・表では「国内出願（非居住者）」と表記する。）、③IPOPHL

への出願を基礎出願とした他国知的財産庁への国際出願（以下のグラフ・表では

「マドプロ出願（対外）」と表記する。）、④他国知的財産庁への出願を基礎出願と

した IPOPHL への国際出願（以下のグラフ・表では「マドプロ出願（対内）」と表

記する。）に分けて出願件数を集計した。 

 

 2017 2018 2019 2020 20211 

国内出願（居住者） 18,557 21,613 23,447 21,105 24,822 

国内出願（非居住者） 7,277 7,647 7,948 6,858 7,505 

マドプロ出願（対外） 48 41 83 34 30 

マドプロ出願（対内） 6,135 6,416 8,014 7,450 7,417 

合計 32,017 35,717 39,492 35,447 39,774 

 
1 年換算。但し、マドプロ出願（対外）の出願件数は 2021 年 10 月末時点の件数。 
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2020 年は新型コロナウィルスの影響で出願件数が減少しているものの、過去 5

年間で順調に出願件数が増加している。また、マドプロ出願（対内）の件数もここ

3 年間は 8,000 件前後となっており、堅調な伸びを見せている。 

 

 国内出願件数とマドプロ出願件数の割合 

IPOPHL への国内出願件数とマドプロ出願件数の割合は以下のとおりであり、フ

ィリピン非居住者による IPOPHL への国内出願とマドプロ出願（対内）の件数はほ

ぼ同数であった。なお、IPOPHL への出願を基礎出願とした他国の知的財産庁への

マドプロ出願の件数は非常に少ない件数に留まっている。 

 2017 2018 2019 2020 2021 

国内出願（居住者） 57.96% 60.51% 59.37% 59.54% 62.41% 

国内出願（非居住者） 22.73% 21.41% 20.13% 19.35% 18.87% 

マドプロ出願（対外） 0.15% 0.12% 0.21% 0.10% 0.07% 

マドプロ出願（対内） 19.16% 17.96% 20.29% 21.01% 18.65% 

 

 審査期間 

IPOPHL からのヒアリングによれば、商標出願の審査期間（出願日から登録証発

行日までの期間）は、2021 年 10 月末時点における集計では、①国内出願の場合に

は 4.95 か月、②マドプロ出願（対内）の場合には 3.02 か月となっており、出願人

がフィリピン居住者か非居住者かによって審査期間は異ならないとのことであっ

た。なお、マドプロ出願（対内）の審査期間は、IPOPHL が、WIPO から出願書類

を受領した日を起算日としている。 
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2. 商標法等の改正動向 

 商標に関する法律等の概要 

フィリピンにおいて商標を規制する主な法律は“Republic Act No.8293, the 

Intellectual Property Code of the Philippines”（以下「知的財産法」という。）である。

知的財産法は、1998 年に施行された後、2001 年、2008 年及び 2013 年に改正され、

現在の内容となっている。 

 

また、商標に関する知的財産法の主な下位規則として、①“IPOPHL Memorandum 

Circular No.17-010, Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade Names 

and Marked or Stamped Containers of 2017”（以下「商標規則」という。）、②“IPOPHL 

Memorandum Circular No.17-011, Philippine Regulations implementing the Protocol 

relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks of 

2017”及び③“Rules and Regulations on Inter Partes Proceedings”（以下「当事者間手続

規則」という。）が存在する。 

 

 改正の動向 

① 知的財産法 

知的財産法は現在改正作業中であり、2018 年 11 月にフィリピン代議院

（“House of Representative”）に提出された改正案における、商標に関連する主な

改正内容は以下のとおりである2。 

改正条文 改正内容 

121 条 1 項 商標の定義から視認可能（visible）の要件の削除 

121 条 8 項（新設） 証明商標の新設 

122 条 
商標出願の要件として、使用の意図があること又は実際

に使用していることを追加 

122A 条（新設） 先願主義であることを明記 

123 条 1 項(e)(f) 
商標の類否判断において、国内だけでなく国外の周知商

標及び登録商標を考慮するよう規定を修正 

123 条 3 項 

（現 123 条 2 項） 

使用による識別力の取得のための要件を、過去 5 年間の

使用から過去 3 年間の使用に短縮 

124 条 2 項 
出願人の使用宣言書の提出期限を、出願後 3 年から 3 年

半に延長 

 
2 https://www.ipophil.gov.ph/news/proposed-amendments-to-the-ip-code/ 

https://www.ipophil.gov.ph/news/proposed-amendments-to-the-ip-code/
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155 条 3 項（新設） 

模倣品による商標権侵害を行った者から悪意で直接的・

間接的に利益を得る行為も商標権侵害に該当することを

追加 

237 条（現 170 条） 

商標権侵害の刑事罰を、現行の 2 年以上 5 年以下の懲役

及び 5万フィリピンペソ以上 20万フィリピンペソ以下の

罰金から、以下に加重 

(1) 初犯の場合には、3 年以上 5 年以下の懲役及び／又は

10万フィリピンペソ以上 40万フィリピンペソ以下の

罰金 

(2) 2 回目の場合には、5 年超 7 年以下の懲役及び／又は

40 万フィリピンペソ超 200 万フィリピンペソ以下の

罰金 

(3) 3 回目以降の場合には、7 年超 10 年以下の懲役及び

／又は 200 万フィリピンペソ超 400 万フィリピンペ

ソ以下の罰金 

(4) 公衆衛生・安全を害する模倣品の場合には、7 年の懲

役及び／又は 400 万フィリピンペソの罰金 

 

② 商標規則 

上記の知的財産法の改正に併せ、商標規則も現在改正作業中であり、2020 年

8 月に改正案が公表され、パブリックコメントが募集された。公表された改正

案における主な改正内容は以下のとおりである3。 

改正条文 改正内容 

500 条 

出願料金が基本料金、色申請費用及び公告費用で構成さ

れ、場合によっては優先権主張費用、早期審査費用及び

第 2 回公告費用が発生すること、並びに出願費用は理由

を問わず出願登録が認められなかった場合にも返金され

ないことを明記 

606 条 
オフィスアクションに対する応答期間の延長が 1 か月ご

とに行われ、最長 4 か月になることを明記 

1205 条 更新申請は認められることが原則であることを明記 

 

 
3 https://drive.google.com/file/d/1UJ9pyx11wQMqB_6HkGmk6UjdiiC402ob/view 

https://drive.google.com/file/d/1UJ9pyx11wQMqB_6HkGmk6UjdiiC402ob/view
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③ 当事者間手続規則 

当事者間手続規則は、手続きの迅速化を目的として、現在改正作業中であり、

2020 年 6 月に改正案が公表され、パブリックコメントが募集された。 

 

改正案は、当事者間手続に関連するファイリング及び通知並びに IPOPHL の

決定等の送達について、PDF 又はワード形式による電子メールで行うことを原

則とし、申立書や証拠書類の原本は、電子メールでの送達後一定期間に、手交

又は郵送で IPOPHL に提出させることを目的としており、該当する各条文に当

該目的のための変更が加えられている4。 

  

 
4 https://drive.google.com/file/d/1JBRPQ_271R-BlZPZN-H1hKKNb1IM_yxe/view 

https://drive.google.com/file/d/1JBRPQ_271R-BlZPZN-H1hKKNb1IM_yxe/view
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3. 商標制度の特徴 

 使用宣言書の提出 

現行の知的財産法では、商標登録の要件として、使用の実績や使用の意図がある

ことは求められておらず、登録によって商標権が発生し、出願の先後によって権利

者を確定する登録主義を採用している。 

 

もっとも、その一方で、後記 11.(1)のとおり、①出願日から 3 年以内、②登録日

から 5 年を経過した日から 1 年以内、③更新日から 1 年以内及び④更新日から 5 年

を経過した日から 1 年以内に、使用宣言書（“Declaration of Actual Use”）を、実際

に商標を使用していることを証する証拠とともに、IPOPHL に提出することが求め

られており、提出しない場合には登録が抹消される等5、一部使用主義類似の制度

が採用されている点に注意が必要である。 

 

また、前記 2.(2)のとおり、知的財産法の改正案では、使用の意図又は実際の使用

実績があることを登録要件の一つとして加えることが検討されており、より使用

主義に近い制度となる可能性がある。 

 

 非伝統商標 

現行の知的財産法では、「商標」は、「企業の商品又は役務を識別できる視認可能

な標章（“visible sign”）であって、標章が刻印又は表示された商品の容器を含む。」

と定義されている6。したがって、音商標や匂い商標等の視認できない非伝統商標

は保護の対象外である。また、動き商標やホログラムも保護の対象外となっている。 

 

もっとも、前記 2.(2)のとおり、知的財産法の改正案では、「視認可能」という要

件が削除される予定となっているため、改正法が施行された場合にはこれらの非

伝統商標も保護対象となることが想定される。 

 

 ディスクレーム制度 

フィリピンでは、出願した標章の要素の一部に絶対的拒絶理由が含まれている

ものの、当該要素がなければ登録が認められるような場合、出願人が、当該要素に

対する独占権を放棄することができるディスクレーム制度を採用している7。 

 
5 知的財産法 124 条 2 項、145 条、商標規則 204 条 
6 知財財産法 121 条 1 項 
7 知的財産法第 126 条 
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ディスクレームは、出願の際に自発的に行うことも、審査官の要求に応じて行う

ことも可能である。審査の過程で、出願された標章の一部に権利の部分放棄をしな

ければならない絶対的拒絶理由が含まれていると判断された場合は、審査官より

出願人に対して、ディスクレームすべき旨の通知が行われる。 

 

 コンセント制度 

フィリピンでは、他の商標と類似する標章の出願に当たり、類似する他の商標の

権利者等から当該標章を登録することについて異議なく同意する旨の書面（いわ

ゆるコンセントレター）を提出することで、相対的拒絶理由に基づく拒絶査定を回

避するコンセント制度は、法令上は規定されていない。 

 

もっとも、コンセントレターの提出は実務上一般的に利用されており、提出され

たコンセントレターを考慮するか否かは審査官の裁量に委ねられているが、コン

セントレターを一定程度重視して審査を行うのが実務上の取扱いとなっている。 

 

 優先審査制度 

IPOPHL による商標出願の実体審査は、方式審査が完了し、出願日・出願番号が

付与された順番に従って審査されるのが原則である8。しかしながら、更新手続の

未履行又は使用宣言書の未提出によって取り消された商標の再出願等、一定の要

件を満たした出願については、審査官の承認があることを条件として、出願日・出

願番号にかかわらず優先的に審査が行われる優先審査制度が法律上明記されてい

る9。したがって、要件を満たす場合には、優先審査制度を利用することで、早期

の権利化を図ることが可能である。 

 

 IPOPHL の執行権限 

IPOPHL は、知的財産庁でありながら、知的財産法に違反する行為に対する執行

権限を有しており、損害賠償金額が 20 万フィリピンペソ以上の申立てを受理し、

5,000 フィリピンペソ以上 15 万フィリピンペソ以下の罰金を科すことや、捜査機

関と協力して強制捜査を行うことができる10。したがって、権利者としては、権利

行使の際に、警察等の捜査機関ではなく、知的財産権に関する専門的な知識を有し

ている IPOPHL に申立てを行うことも選択でき、特に知的財産権侵害に該当する

か否かの判断が難しい複雑な事案の際には有益となる。 

 
8 商標規則 601 条 
9 商標規則 601 条 
10 知的財産法第 10 条 2 項 
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 情報提供制度 

フィリピンでは、日本の情報提供制度のように11、誰でも出願された商標につい

て登録要件を満たしていない又は不登録事由に該当する等の情報を提供する制度

は設けられていない。 

  

 
11 日本の商標法施行規則 19 条参照 
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4. 商標の保護対象 

 概要 

知的財産法では、商標を、「企業の商品又は役務を識別できる視認可能な標章

（“visible sign”）であって、標章が刻印又は表示された商品の容器を含む。」と定

義している12。したがって、音商標や匂い商標等の視認できない非伝統商標は保護

の対象外である。また、動き商標やホログラムも保護の対象外である。もっとも、

前記 2.(2)のとおり、知的財産法の改正案では「視認可能」という要件が削除され

る予定となっているため、改正法が施行された場合にはこれらの非伝統商標も保

護対象となることが想定される。 

 

保護対象となる典型的な商標としては、①文字商標、②図形商標、③文字と図形

の結合商標及び④立体商標であり、商標出願書の様式（参考資料 1）においても、

出願する標章がこれらのうちのいずれの商標に該当するかを選択する欄が設けら

れている13。 

 

 文字商標 

文字商標は、意味の有無にかかわらず、一つ若しくは複数の単語、文字、番号、

数字、表意文字又はこれらの組み合わせで構成される商標を指し、拒絶事由に該当

しない限りは保護の対象となる。フィリピンにおいて登録されている文字商標は

以下のような商標であり、外国語や特別な形状で表示された文字も保護の対象と

なっている14。 

       

[4-2009-012889 号]    [4-2011-006440 号]        [1338134 号] 

 

      

[4-2016-500458 号]    [4-2019-000608 号] 

 
12 知財財産法 121 条 1 項 
13 参考資料 1 の「Type」の項目参照 
14 商標は IPOPHL が提供する WIPO のデータベース（https://www3.wipo.int/branddb/ph/en/）から抜粋。商

標の下に記載する番号は登録番号を意味する。以下同様。 

https://www3.wipo.int/branddb/ph/en/
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 図形商標 

図形商標は、一つ又は複数の二次元の図形要素で構成される商標を指す。図形要

素は、現存する生物（動物、花等）、実在若しくは架空の人物やキャラクター（肖

像画、アニメキャラクター等）、実在若しくは架空の物や生物（太陽、星、ドラゴ

ン等）等で表章され、空想的、抽象的、幾何学的な形状、図形、ロゴ等で構成する

ことも可能である。図形商標も、拒絶事由に該当しない限りは保護の対象となる。

フィリピンにおいて登録されている図形商標は、以下のような商標である。 

 

       

[4-2021-514103 号]     [M-100-1599640 号]     [4-2020-004946 号] 

 

なお、フィリピンでは、特定の形状、輪郭、その他の定義要素又は特徴を持たな

い色彩のみからなる商標は、明確性、正確性、均一性の要件を満たさず、保護の対

象とはならない。商標の保護対象とするためには、色が特定の形状で定義され、又

は明確な輪郭を持つ必要がある。フィリピンにおいて登録されている色彩を中心

的な構成要素とする図形商標は、以下のような商標である。 

 

       

[M-1-1214203 号]     [M-1-1582633 号]      [4-2021-514882 号] 
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 結合商標 

結合商標は、単語、文字、番号、数字又は表意文字と、図形又は文字以外の要素

の組み合わせで構成される商標を指し、拒絶事由に該当しない限りは、保護の対象

となる。フィリピンにおいて登録されている結合商標は、以下のような商標である。 

 

        

[M-1-1567639 号]     [4-2021-515617 号]      [M-1-1570226 号] 

 

 立体商標 

立体商標は、立体的な形状で表章される商標であり、商品又は役務に付随して使

用される装置の形状、商品又は役務に関連して使用される附属品に具現された形

状、商品の容器、包装又は梱包等の形状で表される。立体商標は、視認可能であり、

図形的に表現できるため、原則として保護の対象となる。フィリピンにおいて登録

されている立体商標は、以下のような商標である。 

 

      

[4-2017-009274 号]           [4-1997-123133 号] 

 

 [4-1997-403218 号]  
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5. 審査フロー等 

 出願・審査手続 

① 出願 

フィリピンにおける商標の登録出願は、以下の所定の出願手数料を納付した

上で、①必要事項を記入した出願書（参考資料 1）を IPOPHL の窓口に提出す

るか、②IPOPHL が提供するオンラインツール（eTM File）15を利用して行う。 

 小企業16 大企業17 

出願料 1,200／区分 2,592／区分 

分割出願 280 600 

優先権主張 860 1,800 

色・識別性の主張 280／区分 600／区分 

通貨単位はフィリピンペソ 

 

② 方式審査 

出願書を受領した後、IPOPHL の審査官又は IPOPHL 商標局長が権限を与え

るその他の職員は、当該出願書が方式要件（後記 6.に定義する。）を満たしてい

るかについての方式審査を行う18。方式要件を満たしている場合には、出願日と

出願番号を付与し、これを出願人に通知する19。 

 

 

 

方式要件を満たしていない場合には、審査官は、出願人又は代理人に対して

その旨を通知する20。出願人は、当該通知を受領した日から 2 か月以内に、方式

要件を充足させるための追完又は補正を行う必要があり、同期間内に追完又は

補正を行わなかった場合には、当該出願は取下げられたものとみなされる21。 

 

 
15 https://tm.ipophil.gov.ph/sp-ui-tmefiling/wizard.htm?execution=e1s1 
16 1 億フィリピンペソ以下の資産を有する個人又は法人を指す。 
17 1 億フィリピンペソ超の資産を有する個人又は法人を指す。 
18 知的財産法 132 条 1 項、商標規則 501 条 
19 知的財産法 132 条 2 項 
20 知的財産法 132 条 1 項、商標規則 501 条 
21 知的財産法 132 条 1 項、商標規則 501 条 

https://tm.ipophil.gov.ph/sp-ui-tmefiling/wizard.htm?execution=e1s1
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③ 実体審査 

方式要件を満たした出願について、IPOPHL の審査官は、登録可能性の有無

（絶対的拒絶理由（後記 8.参照）及び相対的拒絶理由（後記 9.参照）の有無等）

を審査する実体審査を行う22。 

 

実体審査により登録可能性があると判断された場合、IPOPHL は、当該出願

の出願人又は代理人に対して公告手数料（小企業の場合：900 フィリピンペソ、

大企業の場合：960 フィリピンペソ）の納付を命じ、手数料が納付された後直ち

に当該出願を IPOPHL の商標電子公報に公告する23。IPOPHL の商標電子公報

は、IPOPHL のウェブサイトで公開されており、誰でも確認することが可能で

ある24。 

 

実体審査により登録可能性がないと判断された場合、IPOPHL はその理由を

出願人に通知する25。出願人は、当該通知を受領した日から 4 か月以内に、登録

可能性を満たすための応答又は補正を行わなければならない26。出願人による

応答又は補正後、審査官は当該出願の再審査を行い、出願公告を認めるか、拒

絶査定とするかの最終的な決定を下す27。 

 

なお、IPOPHL は、2018 年 3 月に成立した事業円滑化法（“Republic Act No. 

11032, the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act”）

を受け、商標審査の迅速化に取り組んでいる。IPOPHL によれば、2019 年 1 月

から Joint Examination Track という枠組みを開始しており、提出された商標出願

全件を上級審査官に配転し、上級審査官は方式審査と実体審査を同時に実施し

た上で、出願日から 5 日以内に最初のオフィスアクションを出すことを目標と

しているとのことである。これにより、審査官への配点が未了のまま放置され

る出願件数を相当程度削減することができたとのことである。 

 

④ 拒絶査定に対する不服申立て 

審査官の拒絶査定に対して不服のある出願人は、拒絶査定に係る書面の郵送

日から 2 か月以内に IPOPHL 商標局（“Bureau of Trademarks”）の局長に対して

 
22 知的財産法 133 条 1 項 
23 知的財産法 133 条 2 項 
24 https://onlineservices.ipophil.gov.ph/tmgazette/ 
25 知的財産法 133 条 3 項 
26 知的財産法 133 条 3 項 
27 商標規則 608 条、609 項 

https://onlineservices.ipophil.gov.ph/tmgazette/
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不服を申し立てることができる28。不服申立ての期間は、所定の手数料を納付し、

書面によって請求することで 2 か月間延長を求めることができる29。 

申立書には不服申立ての理由を明記し、出願人又は代理人が署名しなければ

ならない30。更に、出願人は、不服申立ての日から 2 か月以内に不服申立ての論

拠及び主張を記載した準備書面を提出しなければならず、これを提出しない場

合には不服申立ては却下される31。 

 

商標局局長は、準備書面を受領した後に必要があれば、審査官に対して答弁

書の提出を命じることができ、この場合審査官は 1 か月以内に答弁書を提出し

なければならない32。更に、出願人は、答弁書の写しを受領した日から 1 か月以

内に、答弁書に記載された新たな事項についてのみの応答準備書面を提出する

ことができる33。商標局局長は、提出された各書面を検討した上で、出願公告を

認めるか、拒絶査定とするかの決定を行う。商標局局長の決定に対して不服が

ある出願人は、商標局局長の決定を受領した日から 30 日以内に、IPOPHL 長官

（“Director-General”）に対して不服を申し立てることができる34。 

 

長官に対する不服申立てがあった場合、長官は商標局に対して答弁書を提出

するよう命じることができ、必要に応じて出願人又は商標局の審査官を召喚し、

審問することができる35。長官は、提出された各書面を検討し、必要に応じて審

問を行った後に、出願公告を認めるか、拒絶査定とするかの決定を行うが、長

官の決定に対して不服がある場合には、長官の決定を受領した日から 15 日以内

に、更に控訴裁判所（“Court of Appeal of the Philippines”）に対して不服を申し立

てることができる36。 

 

⑤ 異議申立て 

公告された出願は 30 日間の異議申立期間に入り、この期間内に第三者から異

議申立てがあった場合には、IPOPHL 法務局（“Bureau of Legal Affairs”）におけ

る異議申立手続の対象となる37。異議申立手続の詳細については後記 10.を参照

 
28 商標規則 1304 条 
29 商標規則 1304 条 
30 商標規則 1304 条 
31 商標規則 1305 条 
32 商標規則 1306 条 
33 商標規則 1307 条 
34 商標規則 1308 条 
35 Uniform Rules on Appeal, Order No. 12 (2002) 5 条、7 条 
36 Uniform Rules on Appeal, Order No. 12 (2002) 9 条 
37 知的財産法 134 条 
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されたい。 

 

⑥ 登録証発行 

30 日間の異議申立期間内に第三者からの異議申立てがなかった場合又は異

議申立手続において異議申立てが却下された場合には、IPOPHL は、当該出願

の出願人又は代理人に対して登録証発行手数料（小企業の場合：570 フィリピ

ンペソ、大企業の場合：1,200 フィリピンペソ）及び登録公告手数料（小企業の

場合：900 フィリピンペソ、大企業の場合：960 フィリピンペソ）の納付を命じ

る38。 

 

手数料が納付された後、当該商標の登録証が発行され、IPOPHL の商標電子

公報で公告される39。 

 

  

 
38 知的財産法 136 条、商標規則 703 条 
39 知的財産法 136 条、商標規則 703 条 
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 審査フロー 

フィリピンにおける商標出願の審査フローを図示すると以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
15 日以内 

方式要件未充足 

拒絶理由あり 

30 日以内 

2 か月以内 

2 か月以内 

出 願 

方式審査 

実体審査 

補正 

公 告 

4 か月以内 

出願取下げ 

補正 

再審査 

拒絶査定 

登録証発行 

異議申立て 

30 日 

申立却下 

裁判所に対する不服申立て 申立却下 

商標局局長へ

の不服申立て 

IPOPHL 長官 

への不服申立て 

拒絶査定 
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 早期／優先審査制度 

IPOPHL による商標出願の実体審査は、方式審査が完了し、出願日・出願番号が

付与された順番に従って審査されるのが原則である40。但し、以下の要件を満たし

た出願については出願人は所定の申請書（参考資料 2）を提出することで、優先審

査請求を行うことができ、審査官の承認が得られた場合には、出願日・出願番号に

かかわらず優先的に審査が行われる41。 

①  

以前登録されていた商標で、(i)登録維持要件の未充足若しくは使用宣言書

の未提出により取り消された商標、又は(ii)更新可能期間が満了した商標の

登録人又は譲受人による再出願 

②  
以前出願した商標で、(i)放棄し、回復不能となった商標、又は(ii)使用宣言

書の未提出によって拒絶された商標の出願人による再出願 

③  
いずれかの国、政府機関又は国際機関の標章、名称、略称又はロゴに係る

登録出願 

④  

短期間又は定期的に行われるスポーツ競技について、当該スポーツ活動の

開始前から宣伝広告等のために商標登録が必要な場合の標章、名称、略称

又はロゴに係る登録出願 

⑤  

短期間に行われる国内外の貿易使節団又は博覧会で紹介され、又はこれに

参加している出願人の製品及びサービスの標章、名称、略称又はロゴに係

る登録出願 

⑥  

宗教活動、社会的若しくは慈善活動又は教育活動の標章、名称、略称又は

ロゴで、その活動の目的を達成するために早期登録が必要なものの登録出

願 

⑦  （サービスマークとしての）ドメイン名の登録 

⑧  
情報通信技術インフラにおいて使用されている又は使用される商標、サー

ビスマーク及び商号の登録出願 

 

  

 
40 商標規則 601 条 
41 商標規則 601 条 
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6. 方式要件 

 出願書記載事項 

商標出願に係る出願書には、主に以下の事項を、英語又はフィリピン語で記入す

る必要がある42。なお、フィリピンでは、一つの出願で、複数の区分に属する商品

及び役務を指定する多区分出願が認められている43。 

①  出願人の名称・住所又は居所・宛先・連絡先 

②  
出願人が個人である場合：国籍 

出願人が法人である場合：当該法人の事業所が存する国44 

③  
（出願人がフィリピン国内に居住していない場合又は外国企業の場合） 

フィリピン国内の代理人の名称及び書類送達場所等 

④  （優先権主張する場合には）基礎出願の国名、出願日及び出願番号 

⑤  
（商標の識別上の特徴として色を請求する場合には）色を請求する旨並び

に請求する色の名称及び色が付される商標の主要部分の表示 

⑥  （立体商標の場合には）立体商標である旨 

⑦  登録を求める標章の見本 

⑧  （商標又はその一部が外国語である場合）翻訳又は翻字 

⑨  指定商品・役務及び「ニース国際分類」に基づく区分 

⑩  （団体商標の場合）団体商標である旨 

⑪  出願人若しくは代理人の署名又は当該人を特定する他の表示 

商標出願は、自然人及び法人のいずれも行うことが認められているが、出願人が

複数の場合には出願人全員の氏名・名称を出願書に記載する必要がある45。 

 

また、登録を企図する標章の権利が譲渡された場合、当該権利の譲受人の氏名に

おいて出願をすることができ、譲受人が法人である場合には当該法人の役員の氏

名を出願書に記載することができる。但し、標章の権利が共有されている場合には、

共有者全員の氏名を出願書に記載しなければならない46。 

 
42 知的財産法 124 条 1 項、商標規則 400 条 
43 知的財産法 128 条、商標規則 407 条 
44 出願人が法人である場合、当該法人の設立の基礎となる法律の記載も含む。 
45 商標規則 300 条。但し、出願人の 1 人が、出願人全員のために、かつ、その代理として出願書類に署名

することは認められている（同条）。 
46 商標規則 301 条 
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 代理人 

① 代理人の要否 

商標の登録出願は、自己又は代理人のいずれによっても行うことができるが、

出願人がフィリピン国内に居住していない場合又は（外国企業の場合で）フィ

リピン国内に商業上の事業所を有していない場合には、出願に際して、フィリ

ピン国内の代理人を選任する必要がある47。 

 

なお、出願人が死亡した場合又は心神喪失等により法律行為の制限が課され

ることになった場合は、当該出願人の遺言執行人、遺産管理人、後見人、管財

人又は代理人が、出願人の相続人又は出願人から権利を承継した者の代理とし

て、出願を遂行することが認められている48。 

 

② 委任状の要否 

代理人によって出願を行う場合、代理人に対する委任状又は授権証は、出願

時には提出する必要はないが、出願日から 2 か月以内に IPOPHL に提出しなけ

ればならない49。なお、提出する委任状又は授権書には、公証人による公証や大

使館による認証等は不要である50。 

 

③ 代理人の変更 

選任した代理人に関する変更があった場合（代理人自体の変更の他に、代理

人の連絡先の変更を含む。）は、IPOPHL に対して書面で提出するとともに、所

定の手数料を納付する必要がある51。 

 

  

 
47 知的財産法 125 条、商標規則 302 条 
48 商標規則 305 条 
49 商標規則 304 条 
50 知的財産法 130 条 3 項、商標規則 306 条 
51 商標規則 302 条 
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 標章見本の添付 

商標出願の際には、登録を求める標章の見本を添付する必要がある。添付する標

章の見本は、明瞭かつ判読可能な状態であり、黒色のインク又は色彩が請求されて

いる場合は当該色彩に沿って印刷され、かつ、IPOPHL による電子公報において公

告される際に明瞭に複製可能なものである必要がある52。 

 

なお、標章見本の複製は電子複製の方法又は印刷複製の方法を選択することが

でき、電子複製の場合には JPEG 形式で 1 メガバイト以内の容量に収めなければな

らない。タイプされた商標見本は、文字商標の場合又は図案、レタリング様式、色

彩、発音記号若しくは通常でない句読付合のように特殊な特徴を示す必要がない

場合には、IPOPHL は、タイプされた見本を商標見本として受理することができる

53。また、出願人は、指定商品・役務において実際に使用している、又は使用を企

図しているラベルを提出することもできる54。 

 

 出願日の付与 

商標出願の出願日は、出願人により出願手数料が納付され、IPOPHL が以下の各

事項を受理し、審査官がその内容に不備がないこと（以下「方式要件」という。）

を確認した日となる55。 

①  商標登録を求める旨の明示的又は黙示的な表示 

②  出願人の特定 

③  出願人（代理人による出願の場合、代理人）の連絡先 

④  登録を求める商標の見本 

⑤  商標を使用する指定商品及び指定役務 

 

IPOPHL の審査官は、商標出願を受理した場合には、当該出願が方式要件を満た

しているかの方式審査を行い56、方式要件を充足した出願については、出願日及び

出願番号を付与し、出願人に対して通知する57。 

 

 
52 商標規則 402 条 
53 商標規則 402 条 
54 商標規則 403 条 
55 知的財産法 127 条、商標規則 500 条 
56 知的財産法 132 条 1 項、商標規則 501 条 
57 知的財産法 132 条 2 項 
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 補正 

出願が方式要件を満たしていない場合、IPOPHL の審査官は、出願人又は代理人

に対してその旨通知する58。 

 

出願人は、当該通知を受領した日から 2 か月以内に、方式要件を充足させるた

めの追完又は補正を行う必要があり、同期間内に追完又は補正を行わなかった場

合には、当該出願は取下げられたものとみなされる59。この応答期限は、所定の手

数料を支払うことで、最長で 2 か月間の延期を申請することができるが、いかな

る場合であっても応答期間の合計が応答を要求する審査官の処分通知の郵送日か

ら 4 か月を超えてはならない60。 

 

なお、出願した商標又はその内容が実質的に変更されるような補正は認められ

ないが、当初指定した商品若しくは役務に関連し、かつ、同一の区分に属する商品

若しくは役務の追加又は削除は認められる61。 

 

  

 
58 知的財産法 132 条 1 項、商標規則 501 条 
59 知的財産法 132 条 1 項、商標規則 501 条 
60 商標規則 606 条 
61 商標規則 617 条 
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7. 指定商品・役務の審査 

 概要 

フィリピンは、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニー

ス協定に加盟していないものの、知的財産法及び商標規則には、商品・役務の区分

の分類に関して、ニース国際分類に基づく審査を前提とした規定が存在しており62、

IPOPHL はニース国際分類に従って採択の可否を判断することとなっている。 

 

また、出願人は、出願書に WIPO が発行した最新版のニース国際分類に基づく

区分を記載しなければならない63。 

 

 審査基準 

上記のとおり、IPOPHL は、ニース国際分類に従って指定商品及び役務の採択の

可否を審査しているが、商標出願の審査においては、知的財産法及び商標規則に定

められている事項の他に、ASEAN 各国の知的財産庁で構成された知的財産協力の

ためのワーキンググループ（ “ASEAN Working Group on Intellectual Property 

Cooperation (AWGIPC)”）が作成した“ASEAN Common Guidelines for the Substantive 

Examination of Trademark”（以下「ASEAN 共通審査ガイドライン」という。）を審

査基準として採用している64。 

 

なお、IPOPHL は、ASEAN 共通審査ガイドラインに加えて、独自の審査ガイド

ライン（“Guidelines for Trademark Examination – (Manual for Trademark Examination) 

First Edition”）（以下「IPOPHL 審査ガイドライン」という。）を作成し、同ガイド

ラインも審査基準として用いているが、IPOPHL 審査ガイドラインは、現在は公表

されていない。 

 

 商品・役務の「表示（明確性）」の審査手法 

IPOPHL は、商品・役務の表示について、広義の用語を使用することは認めず、

明瞭かつ具体的な商品及び役務の記述を要求している65。例えば、「本区分に属す

るその他全ての商品（“all other goods in this class”）」という記述は、あまりにも広

義であるという理由で認められない66。 

 
62 知的財産法 124 条 1 項、144 条、商標規則 400 条、405 条等 
63 知的財産法 124 条 1 項、商標規則 400 条、405 条 
64 https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20Common%20Guidelines%20for%20the%20Substantive%20Exami

nation%20of%20Trademarks%20(Second%20Edition%202020).pdf?ver=2020-04-27-165835-007 
65 商標規則 406 条 
66 ASEAN 共通審査ガイドライン第 2 部 2.2.3.1 

https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20Common%20Guidelines%20for%20the%20Substantive%20Examination%20of%20Trademarks%20(Second%20Edition%202020).pdf?ver=2020-04-27-165835-007
https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20Common%20Guidelines%20for%20the%20Substantive%20Examination%20of%20Trademarks%20(Second%20Edition%202020).pdf?ver=2020-04-27-165835-007
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また、パリ条約に基づいて優先権を主張する国内出願の場合、優先権の基礎とな

る本国出願の指定商品又は指定役務が、国内出願の指定商品又は指定役務より狭

義の記述となっているときは、本国出願の指定商品又は役務の範囲内に限定する

必要があり、より広義の記述で登録を得るためには、出願人はパリ条約による優先

権を主張せずに、国内出願を行なう必要がある67。 

 

 採択可能な商品・役務名のリストの公表の有無 

IPOPHL が採択可能な商品及び役務に関するリストは公表されていないものの、

前記のとおり、商標出願に際しては、ニース国際分類に従った指定商品・役務の記

載が求められているため、出願人は、ニース国際分類に従って指定商品・役務を記

載する必要がある。 

 

ニース国際分類は、ニース協定に基づき作成された標章登録のための商品・役務

に関する加盟国共通の分類表であり、最新の分類表（国際分類第 11-2021 版）にお

いては、商品・役務の大枠を示す区分として 45 分類（商品：34 分類、役務：11 分

類）及び各商品・役務の具体的な表示をアルファベット順に列挙した項目として、

10,124 項目が規定されている。 

 

なお、IPOPHL は、採択可能な指定商品・役務を明確化し、国際的な商標出願基

準との調和を図るため、EU の Harmonized Database of goods and services（“HDB”）

を使用している68。HDB は、商品・役務に関する世界最大の多言語データベースで

あり、EU 圏内における各知的財産局が、標章に係る商品・役務を示す用語として

承認している 78,000 語を超える用語が登録されている。また、HDB は、ニース国

際分類の最新版を統合しており、出願人は、自己が出願する商標について、いかな

る指定商品・役務を選択するか、HDB のデータベースを参照しつつ確認すること

が可能である。 

 

 商品・役務の「類否」の審査手法 

商品・役務の類比は、同一・類似の商標が使用される場合に出所混同のおそれが

生じるか否かで判断される。 

① 同一性の審査 

ある出願商標における指定商品・役務が、特定の先行商標における指定商品・役

 
67 知的財産法 124 条 1 項(f)、商標規則 400 条(f) 
68 https://www.ipophil.gov.ph/news/ipophl-adopts-eu-trademark-database-ensuring-certainty-and-ease-in-application/ 

https://www.ipophil.gov.ph/news/ipophl-adopts-eu-trademark-database-ensuring-certainty-and-ease-in-application/
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務との間で、以下の関係が認められる場合には、両商標間における指定商品・役務が

同一であると判断される可能性がある69。 

(i) 先行商標における全ての指定商品・役務と同一文言・同義語の商品・役務が

指定されている場合 

例：「ベビーフード」と「幼児食品」は、同義語によって商品が指定されてい

る場合にあたる。 

(ii) 先行商標における全ての指定商品・役務の大分類が、出願商標における指定

商品・役務を包含している場合 

例：「医薬品」と「抗生物質製剤」である場合は、前者が後者を包含する場合

にあたる。 

(iii) 先行商標における全ての指定商品・役務が、出願商標における指定商品・役

務よりも広い範囲をカバーしている場合 

例：「生物学的除草剤及び肥料」と「農林業において使用される化学物質」

は、前者があらゆる産業において使用される除草剤・肥料をカバーする

概念であり、後者は前者によってカバーされる範囲に含まれる場合にあ

たる。 

(iv) 先行商標における指定商品・役務と部分的に重複する商品・役務が指定され

る場合 

例：「産業用人工樹脂」と「産業用化学物質」は部分的に重複する場合にあた

る。 

 

② 類似性の審査 

指定商品・役務が同一でない場合であって、具体的な指定商品・役務間にお

いて一定の特性や関連性が認められる場合、「類似」であると見なされる。この

特性や関連性の有無については、以下のような要素を総合考慮した上で審査が

行われる70。 

(i) 商品・役務の性質 

商品・役務の性質は、当該商品・役務が属する大分類を参照した上で決定

される特製、性質、品質等から判断される。例えば、ドライバーはハンドツ

ールの性質を有し、帽子はヘッドギアの性質を有する。 

 

 
69 ASEAN 共通審査ガイドライン第 2 部 2.2.3.3 
70 ASEAN 共通審査ガイドライン第 2 部 2.2.3.4 
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もっとも、類似性の判断は他の要素も考慮した上で判断される必要がある。

例えば、床磨き機、溶接機、バリカン及び電気自動車はいずれも電気機器の

性質を有するが、その他の要素（使用方法、生産者、流通経路等）が異なる

ため、最終的には非類似と判断される。 

(ii) 使用目的及び使用方法 

「使用目的」とは、当該商品が発明・製造された理由であり、実際に意図

される機能又は用途を意味する。例えば、エンジンオイルの目的はエンジン

内部の潤滑であり、菜種油やオリーブオイルの目的とは異なる。また、使用

目的は、当該製品の使用方法によって変化することはない。例えば、ナイフ

の使用目的は「物を切ること」であり、例えナイフが装飾品として使用され

たとしても当該使用目的は変わらない。 

「使用方法」とは、使用目的を実現するために商品がどのように使用され

るかを意味し、当該商品の使用目的に関連する。例えば、液体、クリーム又

は化粧品は同じ方法で人の身体に塗布されるが、これらの商品はその使用目

的が異なるため、類似の関係にないと判断され得る。 

(iii) 相補関係 

商品・役務が、その使用目的を達成するために、他の商品・役務と補い合

いながら使用される場合、当該商品・役務の性質・提供者等が異なっていて

も、類似していると判断される可能性がある。例えば、歯磨き粉と歯ブラシ、

教材と教育サービス等は異なる性質を有する商品・役務であるが、相補関係

にあるため、類似する商品・役務にあたると判断され得る。 

もっとも、商品・役務が適切に機能するために不可欠ではない組み合わせ

による使用の場合、相補関係にあるとはいえず、類似性を否定する要素とな

り得る。例えば、ゴム長靴と傘は、互いに雨の日に使用されることがあるが、

必ず双方を使用しなければならない関係性にはないため、相補関係が認めら

れない。 

(iv) 競争関係 

異なる性質を有する商品・役務が、同一又は類似の使用目的を有し、同一

分野の消費者を対象としている場合、これらの商品・役務は事実上、相互に

代替品又は交換可能である場合があり、競争関係が認められる可能性がある。

競争関係が認められる商品・役務については、商業上の同等物であり、商標

の目的上類似性が認められる要素となり得る。競争関係が認められる例とし

ては、豆乳と牛乳、電気ストーブとガスストーブ、剃刀と電気シェーバー等

がある。 
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(v) 流通経路 

類似する商品・役務は、多くの場合同様の流通経路（又は同一の店舗や販

売拠点）を通じて販売・提供されていることが多いため、それらの商品・役

務に接する消費者において出所の混同を生じる可能性がある。そのため、流

通経路が同じであるとの事実は、類似性を肯定する要素となる。例えば、石

鹸、香水、化粧品、歯磨き粉、ビタミン剤、食品サプリメント等は、薬局や

スーパーマーケット等、同じタイプの店舗で販売されることが多く、これら

の商品は販売場所が共通している限り、類似していると判断される可能性が

ある。 

(vi) 消費者の関連性 

類似する商品・役務は同一の消費者をターゲットとしている場合が多く、

特定の商品・役務が対象とする消費者層が一致する場合、当該商品・役務に

ついて、消費者が出所を混同する可能性がある。そのため、このような商品・

役務については類似性が認められる可能性がある。 

(vii) 商品・役務の生産者又は提供者 

ある商品・役務が同種の事業者等により生産、提供されている場合、これ

らの商品・役務には類似性が認められる可能性がある。かかる同種性には、

事業者の種類の同一性（例：医薬品、手術用具、石鹸はヘルスケアに関連す

る企業によって製造される。）の他に、製造に用いられる製法（例：カーテン

と船帆は異なる種類の事業者ではあるが、同一の製法で作られる。）、取引・

マーケティングに関する慣行の同一性（例：衣料品事業者は皮革小物に関す

る商品・役務を提供することが慣行上認められる。）及び役務と提供商品の

関連性（例：スポーツジムを運営する事業者は、サプリメントやジム用品を

提供しており、役務と提供商品の関連性が認められる。）等の要素が含まれ

る。 
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8. 絶対的拒絶理由の審査 

 絶対的拒絶理由 

フィリピンでは、以下の拒絶理由（以下「絶対的拒絶理由」という。）に該当す

る標章については、登録が認められない71。 

①  

反道徳的、欺瞞的若しくは中傷的な事柄、又は個人（存命中か故人かを問わ

ない）、団体、宗教若しくは国の象徴を傷付け、それらとの関連を誤認させ

るよう示唆し若しくはそれらに侮辱若しくは汚名を与えるおそれがある事

柄からなる標章 

②  
フィリピン、フィリピンの政治上の分権地若しくは外国の国旗、紋章その他

の記章又はそれらに類似したものからなる標章 

③  

存命中の特定の個人の名称、肖像若しくは署名からなる標章（但し、その者

の承諾を得ている場合を除く）又はフィリピンの故大統領の名称、署名若し

くは肖像からなる標章（但し、未亡人がいる場合は、その存命中に限る。ま

た、未亡人の書面による承諾を得ている場合を除く） 

④  
商品又はサ－ビスの特に性質、品質、特性又は原産地について公衆を誤認さ

せるおそれがある標章 

⑤  指定する商品又は役務に特有の標識のみからなる標章 

⑥  
日常の言語又は誠実なかつ確立された商業上の慣行において商品又は役務

を示すために通例又は普通になっている標識又は表示のみからなる標章 

⑦  

商品又は役務の種類、質、量、意図されている目的、価格、原産地、商品の

製造又は役務の提供の時期その他の特性を示すために商業上用いられる標

識又は表示のみからなる標章 

⑧  
技術上の要因、商品自体の性質又は商品の固有の価値に影響する要素によ

り必要とされる形状からなる標章 

⑨  色彩のみからなる標章（但し、形状により定義される場合は除く） 

⑩  公の秩序又は善良の風俗に反する標章 

 

 
71 知的財産法第 123 条 1 項(a)乃至(c)、(g)乃至(m) 
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 識別性の審査手法 

前記(1)⑤乃至⑨記載のとおり、識別力を有さない標章は登録が認められず、

ASEAN 共通審査ガイドラインでも、登録商標として認められるためには、当該標

章が特定の商品又は役務に関する取引において使用されているものであることを

峻別できるだけの識別力を有している必要があるとされている。 

 

そして、識別性に関する審査は、対象となる標章に関連する一般的な消費者によ

る当該標章に対する認識を考量し、以下の観点から検討が行われる。 

① 当該標章を商標として使用した場合に、関連する一般消費者が、当該標章の

構成上の特徴から、特定の商品や役務を意味するものであるとの理解又は認

識することの可否 

② 標章が使用される法的、社会的又は経済的文脈における、当該標章と使用さ

れる商品又は役務との関係性 

 

ASEAN 共通審査ガイドラインでは、以下のような標章については、個別具体的

な事案によるものの、一般的には識別性を有さず、商標として登録することが認め

られないとされている。 

a. 単純な図形 

例：△、□、×、〇、→ 

 

b. 複雑又は難解な標識 

例： 

   

 

c. 抽象的な単色 

例： 
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d. 単一の文字又は数字 

例： 

 

 

※ 但し、以下の標章ように、特有の形状、スタイル、色又は色の組合せ

で表示される文字や数字は、識別性があるとみなされる。 

 

   

 

e. 指定商品・役務に一般的に利用される立体形状 

例： 

   

 

f. デザインパターン又は模様 

例： 
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g. 一般的なラベル 

例： 

   

 

h. 単純な宣伝文言 

例：WE DELIVER BEST! 

YOUR HEALTHY CHOICE, YOUR FAMILY’S CHOICE, YOUR BEST 

CHOICE 

SOLUTION TO MAN’S POLLUTION 

 

i. 当該商品・役務に関する一般的又は慣習的な文言・形状のみから成る標章 

例：COTTON 

VASELINE 

 

  

 

j. 特定の商品・役務の種類・品質・数量・目的等を記述するのみの記述的標章 

例：SOFTER 

FRESH 
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 使用による識別力の取得 

前記のとおり、識別力を有さない標章は登録が認められないのが原則であるが、

以下のような標章については、フィリピンにおける商業上の使用の結果として登

録を求める商品又は役務との関連において識別力を有するに至った場合には、例

外的に登録が認められる72。 

①  

商品又は役務の種類、質、量、意図されている目的、価格、原産地、商品の

製造又は役務の提供の時期その他の特性を示すために商業上用いられる標

識又は表示のみからなる標章 

②  
技術上の要因、商品自体の性質又は商品の固有の価値に影響する要素によ

り必要とされる形状からなる標章 

③  色彩のみからなる標章 

 

使用による識別力の取得については、関連する一般消費者（潜在消費者を含む。）

の実際の又は推測される認識を考慮した上で、登録を求める指定商品又は役務に

関連するその地域の消費者の大部分が、当該標章がその商品又は役務を識別する

標章であると考えている場合に認められる73。 

 

知的財産法では、出願人が、出願日の 5 年前からフィリピンで当該標章を商業上

実質的に独占的かつ継続的に使用していたことを証明した場合には、IPOPHL は、

当該標章が指定商品又は役務に関して使用によって識別力を取得したことの一応

の証拠（“prima facie evidence”）として認めることができるとされている74。なお、

前記 2.(2)のとおり、知的財産法の改正案においては、使用によって識別力を取得

できる期間を 5 年から 3 年に短縮することが検討されている。 

 

使用によって識別力を取得したことを証明する証拠について、ASEAN 共通審査

ガイドラインでは、以下のものを例として挙げている75。 

①  その国での取引高・売上金額 

②  その国において利用した宣伝・広告費用 

③  消費者・市場調査 

 
72 知的財産法第 123 条 2 項、商標規則 102 条 
73 ASEAN 共通審査ガイドライン第 1 部 2.6.2 
74 知的財産法第 123 条 2 項、商標規則 102 条 
75 ASEAN 共通審査ガイドライン第 1 部 2.6.2 
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④  業界団体・消費者団体のレポート 

⑤  宣伝キャンペーンの種類・範囲・対象のレポート 

⑥  メディアにおいて宣伝・広告キャンペーンを行ったことを証する書類 

⑦  カタログ・価格表・請求書 

⑧  管理レポート 

 

 ディスクレーム制度 

出願した標章の要素の一部に絶対的拒絶理由が含まれており、当該要素がなけ

れば登録が認められるような場合には、出願人は、当該要素に対する独占権を放棄

（ディスクレーム）することができる76。ディスクレームは、出願した区分又は指

定商品若しくは役務の一部のみに限定して行うことも可能である77。 

 

ディスクレームは出願の際に自発的に行うことも、審査官の要求に応じて行う

ことも可能である。審査の過程で、出願された標章の一部に権利の部分放棄をしな

ければならない登録不可能な事項が含まれていると判断された場合は、審査官よ

り出願人に対して、ディスクレームすべき旨の通知が行われる。 

 

  

 
76 知的財産法第 126 条 
77 商標規則 604 条 
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 絶対的拒絶理由の審査に関する事例 

フィリピンにおける絶対的拒絶理由の審査に関する重要な事例は、以下のとお

りである。 

① 2020年 12月 18日付け商標登録拒絶査定に対する不服申立に関する IPOPHL 長

官決定（Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha v. Director of Bureau of Trademarks (Appeal 

No. 04-2018-0017)） 

(i) 当事者 

申立人 : 日産自動車株式会社 
   

被申立人 : IPOPHL 商標局長 

(ii) 事案の概要 

申立人が以下の商標の出願を行ったところ、当該商標は「Pedal」という一

般用語に「e」という語が付加されているものの、「e」という語は普遍的なも

のであり、その結果消費者は当該商標の「e」の部分についての意味を理解し

ていなくとも加減速のためのペダルであると認識できることから、当該商標

は記述的商標であり、識別力を有しないという理由で拒絶査定を受けた。 

 

 

 

指定区分：第 12 類 

指定商品：スイッチ、アクセルペダル、車速センサー、アクセルペダルセン

サー、モータートルクコントローラ、ブレーキコントローラ、メ

ーターディスプレイで構成され車両と一体化して販売される加

速・減速制御のための運転支援システム、自動車用アクセルペダ

ル、自動車用ブレーキペダル、自動車用部品 

 

申立人は、拒絶査定に対して、当該商標は、指定商品を直接かつ即座に伝

達又は記述するものではなく、記述的商標であるとはいえないとして、

IPOPHL 商標局長に対して不服申立てを行ったが却下された。そこで、申立

人は、IPOPHL 長官に対して不服申立てを行った。 
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(iii) 決定の要旨 

IPOPHL 長官は、「e-Pedal」という商標が記述的ではなく、示唆的であると

いう点について、以下の理由から、申立人の主張を認め、当該商標の登録を

認めた。 

➢ 「Pedal」という用語は、機械や動作を示唆するものであるが、名詞であ

れば足で操作するレバーを意味し、動詞であれば足で操作すること又は

推進することを意味するものであることから、商品や役務の性質を明確

に示すものではない。 

➢ 「Pedal」と「e」という語を組み合わせることで、購買者の想像力・思

考力・知覚力を刺激し、当該商標が付された商品・役務を特定させるこ

とにつながる。 
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② 2020年 12月 16日付け商標登録拒絶査定に対する不服申立に関する IPOPHL 長

官決定（Ginebra San Miguel, Inc. v. Director of Bureau of Trademarks (Appeal No. 04-

2018-0012)） 

(i) 当事者 

申立人 : Ginebra San Miguel, Inc. 
   

被申立人 : IPOPHL 商標局長 

(ii) 事案の概要 

申立人が以下の商標の出願を行ったところ、「GINEBRA」がジンを意味す

る一般用語であることからディスクレームすることを要求された。申立人は、

当該用語は二次的意味を取得しているとしてディスクレームに応じなかっ

たため、拒絶査定を受けた。 

 

 

指定区分：第 33 類 

指定商品：ジン 

 

申立人は、拒絶査定に対して、当該用語は申立人が 1834 年から使用して

おり、二次的意味を取得し、識別力を有しているとして、IPOPHL 商標局長

に対して不服申立てを行ったが却下された。そこで、申立人は、IPOPHL 長

官に対して不服申立てを行った。 

 

(iii) 決定の要旨 

IPOPHL 長官は、以下の理由から、申立人の主張を認め、当該商標の登録

を認めた。 

➢ 申立人が登録を求めているのは、「GINEBRA」という一般・記述的用語

のみではなく、「GINEBRA S. MIGUEL」であり、「GINEBRA」という用
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語を独占的に登録するのではないから、知的財産法 123 条 1 項(h)にい

う登録が禁止される商標（当該商標が指定する商品又は役務に特有の標

識のみからなる標章）に該当しない。 

➢ 別件において、一般的又は記述的な「GINEBRA」という用語が、申立

人及びその商品を想起させるものとして識別力を有するに至っている

ことが立証されている。 
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③ 2014 年 7 月 21 日付け不正競争等に関する最高裁判所判決（Shang Properties 

Realty Corporation v. St. Francis Development Corporation (G.R. No. 190706)） 

(i) 当事者 

上告人 : Shang Properties Realty Corporation 

Shang Properties, Inc. 
   

被上告人 : St. Francis Development Corporation 

(ii) 事案の概要 

上告人が、「THE ST. FRANCIS TOWERS」という商標（以下「上告人出願

商標」という。）の出願を行ったところ、被上告人は、自らの不動産開発案件

において「ST. FRANCIS」の標章を継続的に使用している結果（1992 年頃に

建設された「St. Francis Square Commercial Center」、ショッピングモール「St. 

Francis Square」、「St, Francis Towers」を含む複合目的プロジェクトの計画等）、

消費者及び関係事業者は、不動産事業において、「ST. FRANCIS」の標章が被

上告人の不動産事業を示すものとして認識しており、被上告人が当該標章に

ついて業務上の信用（“Goodwill”）を得ているところ、上告人出願商標は当

該標章に類似しているとして、IPOPHL に対して、上告人出願商標に対する

異議申立て及び不正競争に基づく使用差止め等の申立てを行った。 

 

IPOPHL 長官は、異議申立てについては、上告人出願商標は被上告人が貿

易産業省（DTI）に登録している「ST. FRANCIS」という標章と混同のおそれ

がある程度に類似しており、かつ、被上告人が当該標章の継続的使用により、

当該標章にかかる優先的権利を有するとして、被上告人の主張を認め、上告

人出願商標の登録は認められないとした。 

 

一方で、不正競争については、「ST. FRANCIS」は、両者の不動産開発案件

又は不動産事業において、物件の所在地又は事業の実施される場所（具体的

には、オルティガスセンターの「St. Francis Avenue」及び「St. Francis Street」）

を示す意図で用いられていることから、地理的な記述的商標にとどまり、被

上告人が独占的使用を主張できるものではないとして、上告人出願商標の使

用は不正競争には当たらないと判断した。 

 

被上告人は、不正競争を否定した IPOPHL 長官の決定を不服として、控訴

裁判所に訴えを提起したところ、控訴裁判所は、①「ST. FRANCIS」は地理

的な記述的商標ではなく、被上告人が 10 年以上にわたり継続的に使用した
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こと等により当該標章について業務上の信用を獲得している、②仮に「ST. 

FRANCIS」が地理的な記述的商標であるとしても、被上告人による二次的意

味の取得が認められるとして、被上告人の主張を認め、上告人による上告人

出願商標の使用は不正競争にあたるとして、上告人に対して当該商標の使用

差止め及び罰金の支払いを命じた。上告人は、当該判決を不服として最高裁

判所に上告した。 

 

(iii) 最高裁判所判決の要旨 

最高裁は、以下の点を指摘し、上告人出願商標の利用は不正競争に該当し

ないとして、控訴裁判所の判断を覆し、IPOPHL 長官の決定を維持するべき

であると判示した。 

➢ 記述的地理的用語は、全ての販売者がその製品の出所を消費者に示すた

めに使用することができるものであり、いわゆるパブリックドメインに

属するものである。 

➢ 二次的意味の取得は、一般大衆において、記述的商標が、商品が特定の

場所（産地等）に由来することを意味せず、特定の出所（製造者）と結

びつくものとして認識されている場合に認められる。この点、特定の場

所を意味する語は、その地理的範囲が抽象的であり又は遠隔地である場

合には、地理的な記述的商標ではないと考える余地があるが、地理的な

意味が主たる要素であり、地理的範囲が抽象的であり又は遠隔地である

といった事情がない場合には、一般大衆は、当該語は当該商品が由来す

る場所を意味するものと認識すると推定されるべきである。 

➢ 被上告人は、次の理由から「ST. FRANCIS」の標章について二次的意味

を取得したとはいえない。 

 被上告人はオルティガスセンターという特定の場所における不

動産開発案件に関して当該標章を使用していたにとどまり、当

該標章について全国的に商業的利用をしていたとは認められな

い。 

 購入者において、「ST. FRANCIS」の標章が特定の出所、すなわ

ち被上告人の事業に関するものを意味すると認識するとの関係

があることを示す証拠がない。 
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 日本法との比較 

フィリピンにおける絶対的拒絶理由は、特定の標章について商標権付与による

独占的使用を認めるべきでないと判断する根拠として、以下の 2 つに峻別できる。 

① 当該要素を含む標章は識別性を有さず、業務上の信用を化体することができ

ない場合（前記 8.(1)⑤乃至⑨） 

② 当該要素を含む標章について識別性は認められるものの、特定人に独占させ

ることが不適当な場合（前記 8.(1)①乃至④及び⑩） 

 

日本の商標法上も、上記①に対応する規定として、3 条 1 項各号が、上記②に対

応する規定として 4 条 1 項各号が規定されており、登録を受けることができない

商標について、両国間における規定は概ね一致している。 

 

もっとも、日本では、「特許法等の一部を改正する法律」（2015 年 4 月 1 日施行）

により、音商標等78の非視覚的標章の登録が可能となったが、フィリピンでは、視

覚的要素を伴わない標章の登録は認められていないという差異が存在する79。視覚

的要素を伴わない標章の登録可否については、TRIPS 協定上、WTO 加盟各国の法

整備に委ねられており80、フィリピンの知的財産法が改正された場合には、非視覚

的標章の登録が可能となる可能性がある。 

  

 
78 音商標の例として、「正露丸」の CM で用いられている大幸薬品株式会社を出願人とするラッパ音等が

存在する。 
79 知的財産法 121 条 1 項 
80 TRIPS 協定 15 条 1 項 
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9. 相対的拒絶理由の審査 

 相対的拒絶理由 

フィリピンでは、以下の拒絶理由（以下「相対的拒絶理由」という。）に該当す

る標章については、登録が認められない81。 

①  

【登録商標との類似】 

他の権利者に帰属する登録された商標又は先の出願日若しくは優先日を有

する商標と同一であって、かつ、次のいずれかに係る標章 

(i) 同一の商品又は役務 

(ii) 密接に関連する商品又は役務 

(iii) 欺瞞するか若しくは混同を生じさせるおそれがある程に類似している

場合 

②  

【（指定商品・役務が類似している）周知商標との類似】 

フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず、フィリピンの権限の

ある当局により出願人以外の者の標章として国際的に、かつ、フィリピンに

おいて広く認識されていると認められた標章と同一であるか若しくは混同

を生じさせる程に類似しているか、又はそのような標章の翻訳であり、か

つ、同一又は類似の商品又は役務に使用する標章 

③  

【（指定商品・役務が類似していない）登録周知商標との類似】 

上記②に従って広く認識されていると認められ、かつ、登録が求められてい

る商品又は役務と類似していない商品又は役務についてフィリピンにおい

て登録されている標章と同一であるか若しくは混同を生じさせる程に類似

しているか又はそのような標章の翻訳である標章 

 

なお、上記②の（指定商品又は役務が類似している）周知商標との類似に関し、

標章が広く認識されているか否かを決定するにあたっては、一般消費者の有する

知識ではなく、関連する消費者の有する知識（当該標章の普及の結果として獲得さ

れたフィリピンにおける知識を含む。）が考慮される82。 

 

また、上記③の（指定商品又は役務が類似していない）登録周知商標と類似して

いると判断されるのは、類似していない指定商品又は役務についての当該標章の

使用が、当該類似していない指定商品又は役務と登録された登録周知商標の権利

者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の権利がその使用により害されるお

 
81 知的財産法第 123 条 1 項(d)乃至(f)  
82 知的財産法第 123 条 1 項(e) 
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それがある場合に限るとされている83。 

 商標類否の審査手法 

相対的拒絶理由の一つである先願商標との類否については、商標規則の規定に

加えて、IPOPHL 審査ガイドライン及び ASEAN 共通審査ガイドラインを参照して

審査される。 

 

この点、出願された商標と対象となる他の商標の標章自体及び指定商品・役務の

両方が同一である場合（Double identity）には、混同のおそれを検討する必要はな

く、審査官は当該出願に対して職権で異議を出すことができ、第三者の異議申立て

は認められるべきであるとされる。 

 

他方、標章自体及び指定商品・役務の両方が類似している場合、標章自体が同一

かつ指定商品役務が類似している場合、又は標章自体が類似かつ指定商品役務が

同一の場合には、出願された商標が登録され、使用された場合に、関連する消費者

が、対象となる他の商標であると直接混同する可能性がある場合、又は対象となる

他の商標の指定商品又は役務の商業的な出所との間に何らかの経済的な関連性が

あると間接的に混同する可能性がある場合に認定される。類否審査において、審査

官は、関連する商品又は役務、標章及び関連する消費者の類否並びにその他全ての

要素を考慮しなければならない84。 

 

また、ASEAN 共通審査ガイドラインでは、標章自体を比較する際には、①視覚

的、②音声的及び③概念的な類否の有無について検討し85、商品及び役務を比較す

る際にはニース国際分類に基づく区分のみを比較するのではなく、指定された商

品及び役務自体の関連性を比較すべきとされている86。 

 

 周知商標の保護 

前記(1)②のとおり、未登録の商標であっても、フィリピンの権限のある当局に

より国際的に、かつ、フィリピンにおいて広く認識されていると認められた周知商

標は保護の対象となり、周知商標に類似している商標の登録は認められない87。 

 

周知商標か否かは、以下の基準を考慮した上で、一般消費者の有する知識ではな

 
83 知的財産法第 123 条 1 項(f)、商標規則 102 条(f) 
84 ASEAN 共通審査ガイドライン第 2 部 2.2.1 
85 ASEAN 共通審査ガイドライン第 2 部 2.2.2.2 
86 ASEAN 共通審査ガイドライン第 2 部 2.2.3.1 
87 知的財産法第 123 条 1 項(e)、商標規則 102 条(e) 
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く、当該商標に関連する消費者にとって周知か否かで判断される88。 

①  

当該標章が使用された期間、程度及び地域（特に、当該標章が適用される商

品及び／又は役務の展示会又は博覧会における広告又は宣伝及び発表を含

む標章の販売促進の期間、程度及び地域） 

②  
当該標章が適用される商品及び／又は役務のフィリピン及び他国における

市場占有率 

③  当該標章に固有の又は獲得した識別力の度合 

④  当該標章が獲得した品質についてのイメージ又は評判 

⑤  当該標章が世界で登録されている程度 

⑥  当該標章が達成した世界における登録の排他性 

⑦  当該標章が世界で使用されている程度 

⑧  当該標章が達成した世界における使用の排他性 

⑨  当該標章に帰せられる世界における商業的価値 

⑩  当該標章に係わる権利が有効に保護された記録 

⑪  当該標章が周知商標であるか否かの争点を扱う訴訟の結果 

⑫  

同一又は類似の商品又は役務について有効に登録され又は使用され、かつ、

自己の標章を周知商標であると主張する者以外の者に所有される同一の又

は類似の標章の有無 

 

フィリピンにおいて周知商標としての保護を受けるためには、フィリピン国内

において登録又は使用されることは必要ではないものの、フィリピン国内におけ

る周知性が必要である89。したがって、フィリピン以外の国において周知されてい

るが、フィリピン国内では周知されていない標章については、フィリピンでは周知

商標とは認められない。 

 

なお、フィリピンでは、周知商標の登録制度は設けられておらず、政府が周知商

標と認めた標章のリスト等は存在しない。 

 

 コンセント制度の有無 

 
88 知的財産法第 123 条 1 項(e)、商標規則 102 条(e)、商標規則 103 条 
89 知的財産法第 123 条 1 項(e)、商標規則 102 条(e) 
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フィリピンにおいては、他の商標と類似する標章の出願に当たり、類似する他の

商標の権利者等から当該標章を登録することについて異議なく同意する旨の書面

（いわゆるコンセントレター）を提出することで相対的拒絶理由に基づく拒絶査

定を回避するコンセント制度は、法令上は規定されていない。 

 

 

もっとも、コンセントレターの提出は、実務上一般的に利用されている。コンセ

ントレターが提出された場合に、これを考慮するか否かは審査官の裁量に委ねら

れているが、コンセントレターを一定程度重視して審査を行うのが実務上の取扱

いである。 

また、実体審査の結果、相対的拒絶理由がある旨のオフィスアクションを受領し

た場合、出願人は、当該通知を受領した日から 4 か月以内に応答又は補正を行わな

ければならないのが原則であるが90、第三者とコンセントレターの取得について交

渉を行う必要がある場合には、所定の手数料を納付することで、合理的な期間、審

査を停止するよう IPOPHL に申請することができる91。 

 

  

 
90 知的財産法 133 条 3 項 
91 商標規則 613 条 
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 相対的拒絶理由の審査に関する事例 

フィリピンにおける相対的拒絶理由の審査に関する重要な事例は、以下のとお

りである。 

① 2019年 12月 23日付け商標登録拒絶査定に対する不服申立に関する IPOPHL 長

官決定（Ginebra San Miguel, Inc. v. Director of Bureau of Trademarks (Appeal No. 04-

2018-0014)） 

(i) 当事者 

申立人 : Ginebra San Miguel, Inc. 
   

被申立人 : IPOPHL 商標局長 

(ii) 事案の概要 

申立人が以下の商標の出願を行ったところ、Pernod Ricard Korea Imperial 

Co. Ltd.（以下「PRKI 社」という。）によって以下の商標（登録番号：4-2007-

500433）（以下「先行商標」という。）が先行して登録されており、申立人の

商標は先行商標と視覚的、音声的、概念的に混同されるほど類似しており、

指定商品も密接に関連しているとして、拒絶査定を受けた。 

 

申立人の商標 先行商標 

 

 

指定区分：第 33 類 

指定商品：ブランデー 

 

 

指定区分：第 33 類 

指定商品：ウイスキー 

 

申立人は、拒絶査定に対して、指定商品であるアルコール飲料の消費者は

ブランドに対する意識が強いことから、申立人の商標と先行商標が誤認のお

それがあるほどに類似しているとはいえず、また、ブランデーはウイスキー

とは本質的に異なるものであることからも、誤認混同のおそれはないとして、

IPOPHL 商標局長に対して不服申立てを行ったが却下された。そこで、申立

人は、IPOPHL 長官に対して不服申立てを行った。 
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(iii) 決定の要旨 

IPOPHL 長官は、誤認混同には①商品又は役務自体の誤認混同と②商品又

は役務の出所の誤認混同の 2 つがあるところ、申立人の商標により、申立人

の商品が PRKI 社の事業に関連し、あるいは PRKI 社の商品であると一般消

費者が誤認する可能性があり、上記②の出所の誤認混同のおそれがあると認

め、商標局の判断を支持し、拒絶査定を維持した。 
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② 2017 年 3 月 22 日付け商標登録拒絶査定に対する不服申立に関する最高裁判所

判決（Wilton Dy v. Koninklijke Philips Electronics, N.V. (G.R. No. 186088)） 

(i) 当事者 

上告人 : Wilton Dy 

Philites Electronic & Lighting Products 
   

被上告人 : Koninklijke Philips Electronics, N.V. 

(ii) 事案の概要 

本件は、上告人が、上告人の下記の出願商標（以下「上告人出願商標」と

いう。）について、被上告人の下記の登録商標（以下「被上告人商標」とい

う。）と類似していることを理由に、登録を拒絶した控訴裁判所判決を不服

として、最高裁判所に上告した事案である。 

上告人出願商標 被上告人商標 

 

 

 

 

 

 

 

指定区分：第 11 類 

指定商品：蛍光灯、白熱灯、点燈

管、安定器 

 

 

指定区分：第 11 類等 

指定商品：電灯等 

 

被上告人は、上告人出願商標の出願公告に際し、上告人出願商標が被上告

人商標と誤認混同のおそれのある類似商標であること等を理由に、IPOPHL

法務局に対して異議申立てを行った。これに対し、IPOPHL 法務局及び

IPOPHL 長官は、両者の商標には視覚的にも聴覚的にも類似性が認められな

いとして、当該異議申立てを棄却した。 
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被上告人がこれを不服として控訴裁判所に訴えを提起したところ、控訴裁

判所は、次の点を指摘して被上告人の主張を認めて IPOPHL 長官の判断を覆

し、上告人出願商標の登録を拒絶した。 

➢ 上告人出願商標の外観は、現実に上告人が使用している商品の包装の外

観と異なっている。当該包装は、被上告人の登録商標及び商品の包装と

誤認のおそれがある程度に類似していると認められる。 

 

上告人の商品包装 被上告人の商品包装 

  

 

➢ 上告人がその電灯について商標を考案するに当たり、同種の商品（電灯）

にかかる既存の商標である「PHILIPS」と最初の 5 文字が同一である

「PHILITES」をあえて選択したことは奇妙であるというべきであり、こ

れを「Philippines」と「lights」からなる造語であるとする上告人の主張

はご都合主義であると認められる。 

 

(iii) 最高裁判所判決の要旨 

最高裁判所は、以下の理由から、上告を棄却し、上告人出願商標の拒絶を

命じた控訴裁判所の判決を維持した。 

➢ 被上告人商標が登録商標であり、かつ、周知性を有するものであること

は、当該商標が 1922 年に登録され、フィリピン及び世界において周知

性を有することを判示した判例（“Philips Export B.V. v. CA、G.R. No. 

96161, February 21, 1992”）に照らしても明白である。 

➢ 商標が誤認のおそれがある程度に類似しているか否かについては、判例

上確立された手法として、主要部分テスト（“dominancy test”）と全体評
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価テスト（“holistic test”）の 2 つがある。これらのいずれに照らしても、

上告人出願商標は被上告人商標と誤認のおそれがある程度に類似して

いる。 

 主要部分テストによる検討 

主要部分テストは、両商標について、購買者が混乱し、誤解し

及び欺瞞される可能性のある、特定又は支配的な特徴に注目する

手法である。一方が他方の模倣や複製であることは必須ではなく、

模倣の意図が認められることも要しない。商標が商品の購入者に

対して与える聴覚的及び視覚的な印象に重きを置き、価格、品質、

販売方法や販売対象は重視しない。 

本件においてこの手法を用いるにあたっては、上告人出願商標

が実際に使用されている状況のみを検討するべきであり、また、

購買者の意識に影響する聴覚的及び視覚的印象を重視するべきで

ある。そうであれば、控訴裁判所の、下記の点を指摘して上告人

出願商標と被上告人商標との間には不自然なほどの類似性があり、

誤認のおそれのある類似性が認められるとした判断は、正当なも

のである。 

✓ 両商標の特定又は支配的な特徴として、最初の 5 文字が

「PHILI」である。これが視覚的に購入層の注目を得る結果、

購入者が欺瞞され又は混乱を生じ得る。 

✓ 両商標は、通常の購買者であれば両者の間に関連性があると

考える程度に類似している（通常の消費者は、両者の厳密な

違いを吟味するほどの時間的余裕を有しない。）。 

✓ 最も重要な点として、両商標は電灯という同一商品について

用いられている。 

 全体評価テストによる検討 

全体評価テストは、誤認のおそれのある類似性の有無の判断に

当たり、ラベルや包装を含む商品に付された商標の全体を考慮す

る。用いられている語のみに着目せず、両者のラベルに表れてい

る特徴をも観察し、誤認を生じるほどに一方が他方に類似してい

るかどうかを判断する。 

この手法を用いて、本件において両者の商品の包装を含む全体

を観察した場合、両商標が誤認のおそれがある程度に類似してい

ることはより明白である。この点、上告人が実際に包装に用いて

いるマークの外観が、上告人出願商標と大きく異なることにも留
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意すべきである。 

したがって、下記の控訴裁判所の判断は、是認すべきものであ

る。 

✓ 被上告人の「PHILIPS」と上告人の「PHILITES」がそれぞれ

の電灯商品の包装に用いられている態様を比較すると、両者

の間には購入者における誤認混同を惹起するであろう、強度

の類似性が認められる。 

✓ 包装の態様における、両者の相違（若干異なった字体や色が

用いられていること）は、全体を観察した結果誤認混同のお

それが認められることに鑑み、意義を有しない。 

  



 

57 

③ 2009 年 1 月 29 日付け異議申立てに関する IPOPHL 長官決定（Barrio Fiesta 

Manufacturing Corporation v. UFC Philippines, Inc. (IPO Appeal No. 14-2008-0024)） 

(i) 当事者 

申立人 : Barrio Fiesta Manufacturing Corporation 
   

被申立人 : UFC Philippines, Inc. 

(i) 事案の概要 

本件は、申立人が、2002 年 4 月 4 日、レチョンソースに使用するために以

下の「PAPA BOY and Device」という商標の登録出願を行い、2006 年 9 月 8

日に同商標出願が公告されたところ、被申立人が、2006 年 12 月 11 日に、自

己の以下の登録商標に類似していることを理由に、IPOPHL 法務局に対して

異議申立てを行った事案である。 

申立人の出願商標 被申立人の登録商標 

 

 

 

 

指定区分：第 30 類 

指定商品：レチョンソース 

 

 

指定区分：第 30 類 

指定商品：バナナケチャップ 

被申立人は、主に以下の理由により、申立人による商標出願に対する異議

申立てを行った。 

➢ 被申立人は、バナナケチャップ、チリソース等の商品に、上記の各商標

を（譲渡や失効後の再登録を経て）保有、使用しており、これらの商標

は、Neri Papa 氏の苗字に由来する。 

➢ 申立人による上記の商標の出願は、被申立人が保有する上記の各商標と

同一であり、かつ、同一又は関連する商品に関するものであるから、知

的財産法 123 条 1 項(d)に基づき、登録を受けることができない。 
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➢ 申立人の商標はその支配的部分が、被申立人の商標に含まれる「PAPA」

であることから、出所について誤認混同を生じさせる可能性が高い。 

➢ 被申立人は、申立人と同じ食品業界に従事する企業として、前任者とあ

わせて過去 50 年以上におよんで「PAPA」及びその関連商標を使用して

おり、その姉妹会社である Southeast Asia Food, Inc.,も同様に、過去 40 年

以上にわたり、これらの商標を用いてソース類の製造・販売事業に従事

していた。 

 

一方、申立人は、主に以下のとおり反論を行った。 

➢ 被申立人による上記の商標の使用権は、登録証に記載されたバナナケチ

ャップ関連の商品に限定される。 

➢ 申立人の商標の支配的な特徴は「PAPA BOY」の文字と豚のキャラクタ

ーであるのに対し、被申立人の商標の支配的な特徴は「Papa」の文字で

はなく、「Papa」と「Ketsarap」の文字であり、「Ketsarap」の文字は、「Papa」

の文字よりも前面に目立つように表示されている。 

➢ 申立人と被申立人の商標は、全体的な音、綴り、意味、スタイル、構成、

表示及び外観等が異なるため、混同の可能性は極めて低い。 

➢ 被申立人の商標は単純な文字商標であるのに対し、申立人の商標はより

複雑かつ特徴的な商標である。 

➢ 申立人の商標はレチョンソースを対象としている一方で、被申立人の商

標はバナナケチャップを対象としており、対象商品が明らかに異なるた

め、消費者の誤認混同が生じるおそれは小さい。 

 

IPOPHL の法務局局長は、申立人の出願商標と被申立人の登録商標が類似

しており、関連商品に関するものであること等を理由として、被申立人によ

る異議申立てを認めた。これに対して、申立人は、IPOPHL 長官に対して不

服申立てを行った。 

(ii) 決定の要旨 

IPOPHL 長官は、商標が欺瞞や混同を生じるような類似性を有するかどう

かについて、混同可能性は相対的な概念であり、関連する事実関係を総合的

に評価する必要があると前置きした上で、以下の点を指摘し、本件では混同

可能性が生じることを認定した。 

➢ 被申立人と申立人の商標の特徴は、（豚のキャラクターではなく）「PAPA」

の文字であり、この支配的な「PAPA」という文字によって、それぞれの

商品が他方から派生したものであり、一方当事者が他方当事者の商品に
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「PAPA」という文字を使用することを許可したか、あるいは両当事者間

に関係があるかのような視覚的印象が作出されている。 

➢ 両者の商品は、いずれも調味料であり、同じ分類に属し密接に関連して

いることからすれば、商品の混同が生じる可能性は高い。 

その上で、被申立人が 1954 年からテーブルソースに「PAPA」という商標

を使用している一方で、申立人は、当該著名な商標を付した商品が市場に流

通していることを認識していたにもかかわらず、あえて「PAPA」の文字を商

標に採用した理由を十分に説明することが出来なかったことから、申立人に

よる不服申立て却下した。 
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 日本法との比較 

フィリピンにおける相対的拒絶事由においては、出願商標と先願商標・未登録周

知商標との間における出所混同のおそれの有無という観点から、類似性が判断さ

れる。日本における商標法 4 条 1 項 10 号及び同項 11 号などの相対的拒絶理由に

おいても類似の概念が採用されており、出願商標が他人の先願商標・未登録周知商

標と、①商標又は②指定商品・役務が同一又は類似の場合に、商標登録を認めない

建付けとなっている。 

 

もっとも、需要者の間に広く認識されている商標の保護について、日本法上は防

護標章としての登録制度（商標法 64 条）なども存在するものの、フィリピンにお

いては同様の登録制度は存在しない。 

 

また、日本法上は、未登録周知商標の保護（商標法 4 条 1 項 10 号）においては、

「需要者の間に広く認識されている商標」について、「全国的に認識されている商

標のみならず、ある一地域で広く認識されている商標」なども含むものとしており、

これに類似する商標及び指定商品・役務に関して商標登録を防止している。他方で、

フィリピン知的財産法上の「周知商標」とは、「フィリピンの権限のある当局によ

り国際的に、かつ、フィリピンにおいて広く認識されていると認められた商標」を

いうところ92、ある一地域で広く認識されている未登録の商標について、商標及び

指定商品・役務が同一又は類似する標章が出願された場合の扱いについて、両国間

で取扱いが異なる可能性がある点に留意が必要である。 

  

 
92 知的財産法第 123 条 1 項(e)、商標規則 102 条(e) 
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10. 異議申立て及び取消請求 

 異議申立て 

① 概要 

ある商標の登録によって損害を受けるおそれがあると考える者は、当該商標

の出願が公告された日から 30 日以内に、IPOPHL に異議申立書を提出すること

で、当該商標出願に対しての異議申立てを行うことができる93。 

 

② 異議申立手続 

(i) 異議申立書の提出 

商標出願に対して異議申立てを行う者（以下「異議申立人」という。）は、

当該商標の出願が公告された日から 30 日以内に、IPOPHL 法務局に所定の

手数料（小企業の場合：10,000 フィリピンペソ、大企業の場合：14,600 フィ

リピンペソ）94を納付し、異議申立書を提出しなければならない95。なお、異

議申立人に正当な理由があり、かつ、所定の手数料（小企業の場合：800 フ

ィリピンペソ、大企業の場合：1,700 フィリピンペソ）を納付した場合には、

法務局局長は、異議申立書の提出期間の 30 日間の延長を 3 回まで認めるこ

とができるが、公告日から 120 日を超えて延長を認めることはできない96。 

 

異議申立書には、(ⅰ)異議申立人及び異議申立ての対象となる商標出願の出

願人（以下「被申立人」という。）の氏名及び住所、(ⅱ)異議申立ての対象と

なる商標出願の出願番号及び出願日、並びに(ⅲ)異議申立ての理由を構成す

る事実及び求める救済手段を記載し、フォーラム・ショッピング97が行われ

ていないことの証明書（“certification of non-forum shopping”）、証人の宣誓供

述書並びにその他の文書及び物証を添付して、法務局に提出すると同時に、

被申立人に対しても送達しなければならない98。 

 

なお、他国において登録された商標の登録証の写し等、英語でない立証資

料を提出する場合には、英語による翻訳文を添付する必要がある99。また、

 
93 知的財産法 134 条 
94 https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/inter-partes-case-ip-rights-violations/ 
95 知的財産法 134 条 
96 知的財産法 134 条、当事者間手続規則・規則 7 第 2 条 
97 「フォーラム・ショッピング」とは、原告が自己に有利な判断がされる見込みのある国の司法機関に対

して、訴訟を提起するなどして司法判断を仰ぐことをいう。 
98 当事者間手続規則・規則 2 第 7 条(a)、(b) 
99 知的財産法 134 条、当事者間手続規則・規則 2 第 7 条(b) 
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フォーラム・ショッピングが行われていないことの証明書、署名権限を示す

証明書、宣誓供述書及びその他の関連書類は、これらが外国で作成され、公

証されている場合には、フィリピンの外交官又は領事館によって認証されな

ければならない100。 

 

(ii) 異議申立書の受理 

異議申立書が提出された場合、法務局は、申立書の要式が適正であるか否

かを点検し、適正でないと判断した場合には、異議申立人に対して、申立書

の補正を命じ、異議申立人は当該命令を受領した後 5 日以内に不備を補正し

なければならない101。異議申立人が当該期間内に不備を補正しない場合には、

申立ては却下される102。 

 

異議申立書が所定の要件を満たしている場合又は異議申立人が法務局の

命令にしたがって不備を補正した場合、法務局は、直ちに応答通知を発行し、

被申立人又はその代表者若しくは代理人に対して送達しなければならない

103。 

 

(iii) 被申立人の答弁 

被申立人は、応答通知の受領日から 30 日以内に、申立てに対する答弁書

を書面で作成し、証人の宣誓供述書並びにその他の文書及び物証とともに法

務局に提出すると同時に、異議申立人に対しても送達を行わなければならな

い104。なお、異議申立書の添付書類と同様に、署名権限を示す証明書、宣誓

供述書及びその他の関連書類は、これらが外国で作成され、公証されている

場合には、フィリピンの外交官又は領事館によって認証されなければならな

い105。 

 

正当な理由があり、所定の手数料が支払われた場合には、法務局は、被申

立人に対し、答弁書提出の期限について、30 日の延長を最大 3 回認めること

ができるが、応答通知の受領日から 120 日を超えて延長を認めることはでき

ない106。 

 
100 当事者間手続規則・規則 2 第 7 条(b) 
101 当事者間手続規則・規則 2 第 8 条(c) 
102 当事者間手続規則・規則 2 第 8 条(c) 
103 当事者間手続規則・規則 2 第 8 条(d) 
104 当事者間手続規則・規則 2 第 9 条(a) 
105 当事者間手続規則・規則 2 第 9 条(a) 
106 当事者間手続規則・規則 2 第 9 条(b) 
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また、被申立人は、答弁書の期限の延長に係る手数料が不足していた場合

や、書類の原本の添付に不備があった場合等は、当該不備に関する補正に関

する命令を受領してから 5 日間、答弁書の不備を追完し又は是正するための

機会が与えられる107。 

 

(iv) 調停 

答弁書が提出された後、異議申立手続は、IPOPHL の調停局（“Mediation 

Office”）による調停に付託される108。 

 

調停手続では、まず調停前審理が開かれ、両当事者はこれに参加しなけれ

ばならない。調停前審理において、異議申立手続を調停に付すことについて

両当事者の確認が取られ、調停期日が決定される109。調停前審理後、両当事

者は、調停費用として、それぞれ 4,000 フィリピンペソを IPOPHL に対して

支払う110。なお、4,000 フィリピンペソは、2 時間の調停期日 2 回分の費用で

あり、3 回目以降の調停期日が開かれる場合には各調停期日について追加で

それぞれ 2,000 フィリピンペソを支払わなければならない111。 

 

調停は全て非公開で行われ、その内容は全て秘密として扱われるため、調

停以外の手続においてその内容を用いることはできない112。 

 

調停人は、調停に付託されてから 60 日以内に、当事者で和解に至らない

場合には、調停の不成立を宣言し、調停手続を終了する113。但し、両当事者

が書面で要請した場合には、当該期間を 30 日間延長することができる114。 

 

期間内に当事者間で和解が成立した場合、調停人は、両当事者が和解合意

書を提出してから 5 日以内に、当該和解合意書を法務局局長に送付し、法務

局局長は、和解合意書が法律又は公序良俗に反しない限り、和解合意書の受

領後 3 日以内に当該和解合意書を承認しなければならない115。 

 
107 当事者間手続規則・規則 2 第 9 条(d) 
108 当事者間手続規則・規則 2 第 11 条、“Rules of Procedure for IPO Mediation Proceedings, IPO Office Order 

No. 154-10”（以下「調停規則」という。）1 条、2 条 
109 調停規則 3 条 
110 調停規則 7 条 
111 調停規則 7 条 
112 調停規則 9 条 
113 調停規則 6 条 
114 調停規則 6 条 
115 調停規則 5 条 
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承認を受けた和解合意は、異議申立てに関する裁判所の決定又は判決と同

等の効力を有し、関連規則に従って執行される116。 

 

(v) 仲裁 

調停が不調に終わった場合には、事件を仲裁に付託することが奨励され

ている117。両当事者が仲裁に付託することに合意した場合には、事件は、仲

裁手続のために IPOPHL の仲裁事務所に付託される。但し、両当事者の合意

が成立しない場合には、当該事件は、仲裁手続を経ずに法務局による裁定手

続に進むこととなる。この点、仲裁手続は、実務的にはあまり利用されてい

ないとのことである118。 

 

(vi) 法務局による裁定手続 

被申立人が答弁書を提出しない場合又は調停及び仲裁（仲裁に付託された

場合。以下同じ。）が不成立となった場合には、当該異議申立手続は、それぞ

れ以下のとおり、法務局による裁定手続に入る。 

 

被申立人が答弁書を提出しない場合には、当該異議申立手続を担当する担

当官は、事件記録の受領後直ちに、被申立人の不履行命令を発し、必要があ

る場合には、異議申立人に対し、10 日以内に、宣誓供述書、証拠書類及び物

証の原本及び／又は認証謄本を提出又は提示するよう要求し、提出された書

類等に基づいて裁定を行う119。 

 

調停及び仲裁が不成立となった場合、担当官は、事件記録の受領後直ちに、

問題点の明確化や解決促進を目的として、予備協議に付する命令を発する120。

予備協議には、弁護士によって代理されている場合を除き、当事者本人が出

席する必要がある121。 

 

  

 
116 調停規則 5 条 
117 調停規則 6 条 
118 https://www.ipophil.gov.ph/news/ipophl-revitalizes-arbitration-service-to-declog-court-ipophl-dockets/ 
119 当事者間手続規則・規則 2 第 14 条(b) 
120 当事者間手続規則・規則 2 第 14 条(c) 
121 当事者間手続規則・規則 2 第 14 条(c) 

https://www.ipophil.gov.ph/news/ipophl-revitalizes-arbitration-service-to-declog-court-ipophl-dockets/
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(vii) 最終主張書面の提出 

担当官は、予備協議の終了後、公開の法廷において、両当事者に対し、10

日以内にそれぞれの最終主張書面の提出を求める命令を発する122。最終主張

書面では、異議申立書及び答弁書において主張された事項、証拠並びに予備

協議において決定された事項のみを取り上げるものとし、新たな事項や問題

を提起したり、意見書に含めたりすることは認められない123。なお、当事者

が予備協議に欠席した場合や、（予備協議に出席した）代理人が必要な委任

状又は適切な権限を有しない場合には、最終主張書面を提出する権利を放棄

したものとみなされる。 

 

(viii) 法務局の決定 

当事者が最終主張書面を提出したか否かにかかわらず、最終主張書面を提

出するための所定の期間が経過した後、当該異議申立手続は、法務局の最終

決定手続に入る124。担当官は、最終決定手続に入った日から 60 日以内に、

当該異議申立手続に対する決定又は最終命令を発しなければならない125。 

 

(ix) 決定に対する不服申立 

法務局の決定に対して不服がある当事者は、法務局による決定の受領後

10 日以内に、一定の手数料を支払い、法務局局長に対して不服申立てを行う

ことができる126。期限内に不服申立が行われなかった場合、当該決定又は最

終命令は最終的かつ執行可能となる127。 

 

不服申立てがあった場合、法務局局長は、10 日以内に、相手方当事者に対

して不服申立てに係る意見を提出するよう命じ、当該期間の経過後 30 日以

内に、不服申立てについての決定を行う128。 

 

法務局局長の決定に対して不服がある場合、当事者は、法務局局長の決定

の受領後 30 日以内に、IPOPHL 長官に対して不服申立てすることができる

129。 

 
122 当事者間手続規則・規則 2 第 14 条(c) 
123 当事者間手続規則・規則 2 第 14 条(c) 
124 当事者間手続規則・規則 2 第 16 条 
125 当事者間手続規則・規則 2 第 16 条 
126 当事者間手続規則・規則 9 第 2 条(a) 
127 当事者間手続規則・規則 9 第 3 条 
128 当事者間手続規則・規則 9 第 2 条(a) 
129 当事者間手続規則・規則 9 第 2 条(a) 
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IPOPHL の決定に対して不服がある場合には、当事者は、控訴裁判所に上

訴することができ130、控訴裁判所の決定に対しては、「移送命令のための再

審請求」（“petition for review on certiorari”）を提出することにより、最高裁判

所（“Supreme Court of the Philippines”）に上訴することができる131。 

 

 取消請求 

① 概要 

ある商標の登録によって損害を受けている者又は損害を受けるであろうと考

える者は、当該商標登録の取消しを請求することができる132。 

 

② 取消請求の理由及び期間 

商標登録の取消請求は、その請求理由に応じて、以下の期間内に申立てるこ

とができる133。なお、登録商標が一般名称化しているか否かについては、一般

消費者の購入動機ではなく、関連する公衆にとっての当該商標の主要な意味が

基準になるものとされ、当該登録商標が、ある特定の商品若しくは役務の名称

として、又はある特定の商品若しくは役務を特定するために使用されていると

いうことのみを理由として、商品又は役務の一般名称であるとはみなされない

134。 

取消請求理由 期間 
知的財産法 

該当条文 

当該登録商標が登録に係る商品若し

くは役務又はそれらの一部について

一般名称化している場合又は放棄さ

れている場合 

いつでも 151 条 1 項(b) 

当該登録商標が不正に得られた又は

本法の規定に反してなされた場合 

いつでも 151 条 1 項(b) 

商標権者により又は商標権者の承認

のもとに当該登録商標が商品又は役

務の出所を偽って表示するように使

用されている場合 

いつでも 151 条 1 項(b) 

 
130 Rules of Civil Procedure（以下「裁判所規則」という。）43 条 1 項、3 項 
131 裁判所規則 45 条 1 項 
132 知的財産法第 151 条 1 項、当事者間手続規則・規則 8 第 1 条 
133 知的財産法第 151 条 1 項、当事者間手続規則・規則 8 第 2 条 
134 知的財産法第 151 条 1 項(b)、当事者間手続規則・規則 8 第 2 条(b) 
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商標権者が正当な理由なくして 3 年

以上継続してフィリピンにおいて当

該登録商標を使用しなかったか又は

ライセンスによりフィリピンにおい

て使用させることをしなかった場合 

いつでも 151 条 1 項(c) 

前記以外 
商標登録日から

5 年以内 

151 条 1 項(a) 

③ 取消請求手続 

取消請求手続は、異議申立手続と同一の手続で行われるため135、前記 10.(1)②

を参照されたい。 

 

 申立件数・請求認容件数 

① 法務局への申立て 

IPOPHL からのヒアリングによれば、フィリピンにおける過去 5 年間の法務

局に対する異議申立て及び取消請求の申立件数及び申立てが認められた件数の

推移は以下のとおりである。 

異議申立て 

 2017 2018 2019 2020 2021136 

申立件数 617 653 665 54 445 

認容件数 735 789 757 463 351 

取消請求 

 2017 2018 2019 2020 2021 

申立件数 44 56 54 48 29 

認容件数 40 40 65 26 18 

 

法務局での審理期間は事案によって様々であるが、単純な事案の場合には 6

か月程度で、複雑な事案の場合には 2 年から 3 年程度で審理が終了している。 

 

 
135 知的財産法第 153 条、134 条、135 条 
136 2021 年 9 月末時点の件数。以下本項の統計資料について同じ。 
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② 法務局局長への申立件数・請求認容件数 

IPOPHL からのヒアリングによれば、フィリピンにおける過去 5 年間の法務

局の異議申立て及び取消請求の決定に対する法務局局長への不服申立ての申立

件数及び不服申立が認められた件数の推移は以下のとおりである。 

 2017 2018 2019 2020 2021 

申立件数 45 67 72 42 データなし 

認容件数 36 40 234 67 データなし 

 

法務局局長による審理期間も事案によって様々であるが、一般的な事案で 1

年から 2 年程度で審理が終了している。 
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11. 登録後の注意事項 

 使用宣言書の提出義務 

全ての商標出願人又は商標権者は、商標の出願、登録又は更新後、一定期間以内

に使用宣言書を IPOPHL に提出しなければならない。 

 

使用宣言書の様式は参考資料 3 のとおりであり、公証人による公証を付し、使用

に係る証拠を添え、以下の手数料を納付した上で、以下の提出期限までに IPOPHL

に提出する必要がある137。 

 

なお、下記①の使用宣言書の提出期限については、出願人又は商標権者が

IPOPHL に対して延長申請を行い、所定の手数料を納付したことを条件として、6

か月間の延長が認められる138。また、前記 2.(2)のとおり、知的財産法の改正案に

おいて下記①の提出期限を 3 年半に延長することが検討されている。 

 提出期限 手数料（1 区分あたり）139 

①  出願日から 3年以内 
小企業：900 ペソ 

大企業：1,920 ペソ 

②  登録日から 5年を経過した日から 1年以内 
小企業：1,100 ペソ 

大企業：2,400 ペソ 

③  更新日から 1 年以内 
小企業：1,100 ペソ 

大企業：2,400 ペソ 

④  更新日から 5年を経過した日から 1年以内 
小企業：1,100 ペソ 

大企業：2,400 ペソ 

 

使用宣言書と同時に提出することが求められている使用に係る証拠について、

商標規則では以下のものを列挙しており、これらについては証拠として受理する

ことが明記されている140。 

①  使用されている商標のラベル 

②  
フィリピンにおいて、商品が販売され、又は役務が提供されていることを明

確に示すウェブサイトのダウンロードページ 

 
137 知的財産法 124 条 2 項、145 条、商標規則 204 条 
138 商標規則 205 条 
139 https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/trademark-related-fees/ 
140 商標規則 210 条 

https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/trademark-related-fees/
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③  

実際に使用されている商標の付いた商品、又は商品のスタンプやマークが

付いた容器、及び役務が提供されている施設・設備の写真（普通紙に印刷さ

れたデジタル写真を含む） 

④  
フィリピンにおいて販売されている商品や、提供されている役務に商標が

実際に使用されていることを示すパンフレットや広告資料 

⑤  

商品がフィリピン国内の市場に出回っていること、又は役務がフィリピン

において利用可能であることを示す、商品の販売や役務の提供に係る領収

書や請求書、又はその他の類似の使用の証拠 

⑥  商標の使用を示す役務に係る契約書の写し 

 

使用宣言書を提出しなかった場合には、当該商標に係る出願は拒絶され、登録

簿上から抹消される141。なお、商標を使用していない場合で、以下のいずれかの

不可抗力事由に該当し、IPOPHL の許可を得た場合には、使用宣言書の提出が免

除され、代わりに前記の使用宣言書の提出期限と同じ期限までに不使用宣言書

（“Declaration of Non-Use”）を提出することで、商標権の抹消を免れることがで

きる142。 

①  

出願人又は商標権者が、商品を市場に出すこと又は役務を提供することに

先立って別の政府機関によって課せられた要件のために、商標を商業上使

用することを禁止される場合 

②  
禁止命令又は差止めが、法務局、裁判所又は商標の使用を禁止する準司法的

団体によって発せられた場合 

③  商標が、異議申立て又は取消事件の対象となっている場合 

 

 商標権の譲渡 

商標権の出願又は登録は、当該商標を使用する事業の移転が行われるか否かを

問わず、譲渡又は移転することができる143。但し、譲渡又は移転により、当該商標

に関する商品若しくは役務の性質、出所、製造方法又は特性等について公衆を誤認

させるおそれがある場合は、当該譲渡又は移転は無効とされる144。 

 

 
141 知的財産法 124 条 2 項、145 条、商標規則 204 条 
142 商標規則 211 条 
143 知的財産法 149 条 1 項、商標規則 1100 条 
144 知的財産法 149 条 2 項、商標規則 1100 条 
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商標権の出願又は登録の譲渡は、当事者が署名し、公証を受けた書面で申請する

必要があり、所定の手数料を納付することで IPOPHL において記録され145、当該記

録がなされるまでは、第三者に対して効力を有しない146。なお、合併その他の形式

の承継による移転は、合併証書又は当該移転を裏付ける書類により証明すること

ができる147。 

 

 商標権のライセンス 

商標権のライセンスは、ライセンス契約を IPOPHL に提出し、登録を行わなけれ

ば、第三者に対して効力を生じない148。IPOPHL は、提出を受けたライセンス契約

の内容を秘密に保ちつつ、当該契約を記録するとともに提出があった旨を公示す

る149。 

 

ライセンス契約には、当該商標に係るライセンシーの商品又は役務の質に関し

て、ライセンサーによる効果的な管理について定めなければならず、管理について

定めていない場合又は質の管理が効果的に規定されていない場合、当該ライセン

ス契約は無効となる150。また、ライセンス契約には、以下の条項を含めてはならな

い151。 

禁止される条項 
知的財産法 

該当条文 

許諾者が指定する資本財、中間製品、原材料及びその他の技

術又は常雇用従業者を特定の者から入手する義務を実施権者

に課す条項 

87 条 1 項 

ライセンスに基づいて製造する物の販売価額又は再販売価額

を定める権利を許諾者が留保することを定める条項 

87 条 2 項 

生産の量及び構成に関する制限を含む条項 87 条 3 項 

非排他的技術移転取決めにおいて競合する技術の使用を禁止

する条項 

87 条 4 項 

 
145 知的財産法 149 条 3 項、4 項、商標規則 1101 条、1102 条 
146 知的財産法 149 条 5 項、商標規則 1102 条 
147 知的財産法 149 条 3 項、商標規則 1101 条 
148 知的財産法 150 条 2 項 
149 知的財産法 150 条 2 項 
150 知的財産法 150 条 1 項 
151 知的財産法 87 条、商標規則 1107 条。但し、高度な技術的内容、外国との交易における収益、雇用の

創出、産業の広域的普及、国内の原材料への置換若しくは国内の原材料の使用における増加又は投資委員

会の場合における先駆者の地位を有する登録団体の増加等の国内の経済に対して重要な利益をもたらす特

別な又は価値のある事案においては、IPOPHL は、事案の評価の後、事案ごとに免除を認めることができ

る（知的財産法 91 条）。 
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許諾者に有利になるように全体の又は部分的な購入の選択を

定める条項 

87 条 5 項 

ライセンスされた技術の使用によって達成することができる

発明又は改良を許諾者に無償で移転することを実施権者に義

務づける条項 

87 条 6 項 

使用されない特許について特許権者に実施料を支払うことを

要求する条項 

87 条 7 項 

ライセンスされた物を製造し又は頒布する排他的ライセンス

が既に与えられている国への輸出等の許諾者の正当な利益の

保護のために正当である場合を除くほか、実施権者がライセ

ンスされた物を輸出することを禁止する条項 

87 条 8 項 

実施権者の責に帰する理由によって技術移転取決めが早期に

終了する場合を除くほか、技術移転取決めの終了後における

提供された技術の使用を制限する条項 

87 条 9 項 

特許その他の工業所有権に対する支払をそれらの権利の満了

又は終了の後において要求する条項 

87 条 10 項 

技術の提供者が所有する特許の有効性について技術の受取者

が争わないことを要求する条項 

87 条 11 項 

移転される技術を吸収し及び国内の状況に適合させるための

実施権者の研究開発活動を制限し又は新しい物、方法若しく

は設備に関連して研究開発計画を開始することを制限する条

項 

87 条 12 項 

許諾者が定める品質基準を損なわない限りにおいて実施権者

が輸入される技術を国内の状況に適合させ又はその技術に新

機軸を導入することを妨げる条項 

87 条 13 項 

技術移転取決めに基づく許諾者の責務を満たさないことの責

任又はライセンスされた物若しくはライセンスされた技術の

使用により提起される第三者の訴訟から生じる責任について

許諾者を免責する条項 

87 条 14 項 

その他同等な効果を有する条項 87 条 15 項 
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更に、ライセンス契約には、次の条項を含めなければならない152。 

含める必要のある条項 
知的財産法 

該当条文 

準拠法はフィリピン法で、かつ、管轄裁判所は、使用権者が

主たる事業所を有する地域を管轄する裁判所とする条項 

88 条 1 項 

ライセンス契約の期間中、使用権者がライセンス技術及び方

法の改良を常に利用することができることとする条項 

88 条 2 項 

仲裁について規定する場合は、フィリピン仲裁法の仲裁手続

又は国際通商法に関する国際連合委員会仲裁規則

（UNCITRAL）若しくは国際商工会議所（ICC）の調停及び

仲裁の規則を適用し、かつ、仲裁地はフィリピン又は中立国

とする条項 

88 条 3 項 

ライセンス契約に基づく支払についてのフィリピンの税金を

ライセンサーが負担することとする条項 

88 条 4 項 

 

  

 
152 知的財産法 88 条 
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12. エンフォースメント 

 概要 

① 商標権侵害の定義 

知的財産法において、商標権侵害とは、実際の商品の販売又は役務の提供の

有無に関係なく、商標権者の同意を得ずに行う以下の行為を意味する153。 

①  

使用することによって混同を生じさせ、錯誤を生じさせ、若しくは欺瞞

するおそれがある商品又は役務の販売、販売の申出、頒布、宣伝、その

他販売を行うために必要な準備段階に関連して、登録商標の複製、模

造、模倣若しくは紛らわしい模倣若しくは同一の容器又はそれらの主

要な特徴を商業上使用すること 

②  

登録商標又はその主要な特徴を複製、模造、模倣若しくは紛らわしく模

倣し、かつ、使用することによって混同を生じさせ、錯誤を生じさせ、

若しくは欺瞞するおそれがある商品又は役務の販売、販売の申出、頒布

又は宣伝に関連して、商業上使用するための貼紙、標識、印刷物、包装

用容器、包装紙、貯蔵用容器又は宣伝に、そのような複製、模造、模倣

又は紛らわしい模倣を適用すること 

 

また、最高裁判所は、その判決において、商標権侵害の要件について以下の

とおり判示しており154、実務上、商標権侵害の有無は、以下の要件に沿って判

断される。 

①  侵害されている商標が IPOPHL に登録されていること 

②  
商標が、侵害者によって複製、模造、模倣又は色彩的に模倣されている

こと 

③  

侵害している標章が、商品、事業又は役務の販売、販売の申出若しくは

広告に関連して使用されていること、又は侵害している標章が、商品、

事業若しくは役務又はこれらに関連して使用されることを意図したラ

ベル、サイン、印刷物、パッケージ、包装物、容器又は広告に使用され

ていること 

 
153 知的財産法第 155 条 1 項、2 項 
154 Diaz v. People of the Philippines (G.R. No. 180677, 18 February 2013) 
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④  

侵害している標章の使用又は利用が、商品若しくは役務自体、商品若し

くは役務の出所、又は事業の同一性に関して、誤認混同を引き起こす

か、購入者又は他人を欺く可能性が高いこと 

⑤  
侵害している標章の使用又は利用が、商標権者又はその譲受人の同意

なく行われていること 

なお、近年では、フィリピンにおいても、Lazada や Shopee 等の EC プラット

フォームを通じたオンライン取引が活発に行われている。オンライン取引では、

他人の商標と同一又は類似した標章を EC サイト上で用いるだけで、実際に販

売する商品にはこれらを使用しない模倣業者も増えてきている。この点、前記

11.(1)のとおり、「フィリピンにおいて、商品が販売され、又は役務が提供され

ていることを明確に示すウェブサイトのダウンロードページ」が使用に係る証

拠として認められており155、ウェブサイト上で他人の商標や類似標章を用いて

商品を販売する行為は商標の「使用」にあたると考えられるため、このような

行為が商標権者の同意なしに行われた場合には、フィリピンでは商標権侵害に

該当する可能性が高い。 

 

② 未登録商標の侵害 

フィリピンにおいて商標登録を行っていない場合でも、ある標章を公衆に対

して、自己が製造し若しくは取扱う商品又は自己の事業若しくは役務を、他人

のそれらから区別して特定している者は、当該商品、事業又は役務の信用にお

いて当該標章について所有権を有し、当該所有権は登録された知的財産権と同

一の方法で保護される156。 

 

したがって、上記のような標章を使用している者は、当該標章を登録してい

ない場合であっても、欺瞞その他善意に反する手段を用いることにより、自己

の商品、事業又は役務と偽り、又はそのような結果を生じさせることを意図し

た行為を行う者に対して、不正競争の責任を問うことができる157。 

 

  

 
155 商標規則 210 条(b) 
156 知的財産法 168 条 1 項 
157 知的財産法 168 条 2 項 
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知的財産法では、具体的に、以下のような者が不正競争の責任を負うと列挙

している158。 

①  

自己が販売する商品、その商品を入れる容器の包装紙又はそれらに付

す図案若しくは文字、その他の外観上の特徴に、当該商品が実際の製造

者若しくは販売者以外の者の商品であると購入者に思わせるおそれが

あるような外観を与え、又はそのような目的をもって公衆を欺瞞し、か

つ、他人からその者の正当な取引を詐取し、販売者から当該商品を詐取

し若しくは当該商品の販売に携わる販売者を詐取するような外観を自

己の商品に与える者 

②  

ある特定の役務を提供している他人の役務を、自己が提供しているも

のと公衆に誤って信用させることを意図した術策、策略その他の手段

を用いる者 

③  

取引の場において、虚偽の陳述をし、又は他人の商品、事業若しくは役

務の信用を傷付けることを意図するような性質の、善意に反するその

他の行為を行う者 

 

③ 商標権侵害の例外 

形式的に商標権侵害に該当する場合であっても、例外的に以下の場合には、

商標権侵害に該当しないこととされている159。 

①  
侵害者が、登録商標の出願日又は優先日の前に、善意で自己の営業又は

事業において当該標章を使用していた場合160 

②  

他人のために標章その他の侵害物品を印刷する業務にのみ携わる侵害

者が、悪意でない場合（この場合は、当該侵害者に対して、それ以後の

印刷に対する差止のみを行うことができる）161 

③  

侵害行為が新聞、雑誌その他の定期刊行物又は電子的通信における宣

伝又はその一部に係る場合であって、当該新聞等の発行者又は販売者

が悪意でない場合（この場合は、発行者又は販売者に対して、当該新聞

等のそれ以後の発行、伝達における、当該宣伝の掲載の差止のみを行う

ことができる）162 

 
158 知的財産法 168 条 3 項 
159 知的財産法 159 条 
160 知的財産法 159 条 1 項 
161 知的財産法 159 条 2 項 
162 知的財産法 159 条 3 項 
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④  
知的財産法 72条 1項に基づいて輸入及び販売が許可された薬剤及び特

許満了薬剤の場合163 

 

④ フェアユース 

標章の登録は、商標権者に対して、第三者が善意で自己の名称、住所、若し

くは居所、地理的名称又は自己の商品・役務の種類・質・量・用途・価格・原

産地あるいは製造又は提供の時期に関する正確な表示を使用することを妨げる

権利を与えるものではない。 

 

但し、当該使用は、単なる特定又は情報を目的とするものに限られ、商品・

役務の出所について公衆を誤認させるものでないことを条件とする164。 

 

 罰則 

① 刑事罰 

商標権侵害を行った場合の刑事罰は、「2 年以上 5 年以下の懲役及び 5 万ペソ

以上 20 万ペソ以下の罰金」である165。 

 

なお、前記 2.(2)のとおり、知的財産法の改正案において、刑事罰を以下に加

重することが検討されている。 

➢ 初犯の場合には、3 年以上 5 年以下の懲役及び／又は 10 万フィリピンペ

ソ以上 40 万フィリピンペソ以下の罰金 

➢ 2 回目の場合には、5 年超 7 年以下の懲役及び／又は 40 万フィリピンペ

ソ超 200 万フィリピンペソ以下の罰金 

➢ 3 回目以降の場合には、7 年超 10 年以下の懲役及び／又は 200 万フィリ

ピンペソ超 400 万フィリピンペソ以下の罰金 

➢ 公衆衛生・安全を害する模倣品の場合には、7 年の懲役及び／又は 400 万

フィリピンペソの罰金 

 

② 民事責任 

商標権侵害を行った場合には、上記の刑事罰に加えて民事上の責任を問うこ

とも可能である166。民事上の責任として典型的なものは損害賠償であるが、知

 
163 知的財産法 159 条 4 項 
164 知的財産法 148 条 
165 知的財産法 170 条 
166 知的財産法 156 条 1 項 
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的財産法では、民事上の損害賠償について、①侵害者が権利者の権利を侵害し

なかったならば権利者が得たであろう合理的な利益、又は②侵害者が侵害行為

によって実際に得た利益のいずれかとし、③損害の大きさを確定することが容

易ではない場合には、裁判所は、損害賠償として、侵害者の総売上高又は被侵

害商標が使用された営業の価値に基づく適切な割合を裁定することができると

規定している167。更に、裁判所は、公衆を誤認させ、又は商標権者から詐取す

る意思が立証された場合、裁量により損害額を 2 倍にすることができる168。 

 

また、裁判所は、商標権者が適切な立証を行った場合には、損害賠償に加え

て、侵害品の没収、破棄及び販売の差止め等を命じることもできる169。 

 

 権利行使手続 

① 商標権者自らによる権利行使 

商標権者は、自己の保有する商標権を侵害している者（以下「侵害者」とい

う。）に対して、刑事、民事及び行政上の措置をとることが可能である。これら

の対抗措置をとる場合、警察、裁判所又は行政機関等に対して対抗措置の申立

てを行うのが原則であるが、その前段階として商標権者自ら証拠収集等を行う

必要があり、また公的機関の関与外で侵害者と和解等を行うことも多い。この

ように商標権者自らで行う権利行使手続としては、主に以下のものが考えられ

る。 

 

(i) テスト購入・鑑定 

自己の商標権を侵害している疑いのある侵害疑義品を発見した場合には、

まず当該侵害疑義品が自己の商標権を侵害しているか否かを確認するため

に、当該侵害疑義品をテスト購入した上で、侵害疑義品に用いられている標

章と自己の商標を比較し、商標権侵害に該当するか検討しなければならない。 

 

検討にあたっては、必要に応じて外部業者に委託して、鑑定を行うことも

有益である。これは、将来的に裁判所や警察等に対して証拠書類として提出

する場合には、社内の鑑定結果よりも外部の専門家による鑑定結果の方が一

般的に証拠能力が高いためである。なお、フィリピンにおいては、商標権侵

害の鑑定は、法律事務所等の民間企業に委託することが一般的である。 

 
167 知的財産法 156 条 1 項 
168 知的財産法 156 条 3 項 
169 知的財産法 156 条 4 項、157 条 1 項 
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(ii) 調査・証拠収集 

テスト購入及び鑑定により侵害疑義品が自己の商標権を侵害しているこ

とが確認できた場合には、後記の対抗措置をとるべき侵害者を特定し、かつ、

対抗措置をとる際に必要となる証拠を収集するため、法律事務所や調査会社

を利用して、模倣品の製造場所、流通ルート、販売規模等について調査する

とともに、販売・製造場所の写真撮影、販売・製造の期間、数量及び金額等

の情報収集、販売者・製造者のウェブサイトや模倣品を販売している EC サ

イトの保存、侵害者の法人登記情報の取得等の証拠収集を行う必要がある。 

(iii) 侵害停止要求書・警告状の送付 

調査・証拠収集により対抗措置をとるべき侵害者を特定でき、必要な証拠

が収集できた場合には、当該侵害者に対して、侵害停止要求書（“Cease and 

Desist Letter”）や警告状（“Warning Letter”）を送付し、模倣品の製造及び／又

は販売を止めるよう求めることとなる。 

後記の各種対抗措置をとる場合にはある程度の時間と費用を要するが、侵

害停止要求書又は警告状の送付によって模倣品の製造や販売を止めること

ができれば、時間と費用の節約になる。もっとも、当然のことながら、侵害

停止要求書や警告状には強制力がないため、侵害者が要求に応じない場合に

は実効性が認められず、一方で侵害者が証拠隠滅や逃亡し、後記の対抗措置

をとることの支障になるおそれもあるため、侵害停止要求書や警告状の送付

を行うか否かは慎重に検討しなければならない。 

 

なお、侵害停止要求書や警告状では、侵害行為の詳細（侵害対象となって

いる商標権の詳細、侵害疑義品の詳細、製造又は販売行為の詳細等）を明記

した上で、侵害者に対して要求する内容（製造又は販売行為の中止のみか、

（侵害者が販売者の場合には）仕入先・輸入元等の開示を求めるか、損害賠

償を求めるか等）を具体的に明記することが重要である。また、回答・対応

期限を明記し、期限内に回答や対応がない場合には、法的手段を採る旨の記

載も必要である。通常、侵害停止要求書や警告状は権利者名義で送付するこ

とが多いが、侵害者がある程度の規模の企業・組織である場合には、弁護士

名義で送付することも考えられる。 

 

(iv) 和解 

侵害停止要求書や警告状を受領した侵害者が和解交渉に応じる場合には、

侵害者との間で侵害行為の停止に係る条件（現在保有している模倣品の破棄、
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損害賠償金額等）の交渉を行う。 

 

和解交渉は、当事者のみで行う場合も、弁護士が関与して行う場合もある

が、侵害者が弁護士を選任している場合には、商標権者側も弁護士を選任す

ることが望ましい。なお、和解交渉に入った場合であっても、和解が成立す

るとは限らないため、和解成立前に早急に模倣品の製造又は販売の停止や破

棄を求めるとともに、引き続き証拠収集を行い、模倣品の製造や販売が継続

されていないか確認すべきである。 

 

和解条件が合意された場合には、侵害者が商標権侵害を行った旨並びに合

意した和解条件（模倣品の製造・販売停止、模倣品の破棄、破棄の期限、賠

償金額、具体的な支払方法（一括か分割か）、謝罪広告の内容等）を明記した

和解合意書を作成し、締結することとなる。もっとも、フィリピンにおいて

は、日本のように和解条件に執行力を付与するために利用される強制執行認

諾文言付き公正証書に相当する制度は存在しない。したがって、和解合意書

を締結し、公証を得ておいたとしても、当該和解合意書のみでは執行が認め

られず、裁判等において勝訴判決を得る必要がある点に注意が必要である。 

 

② 刑事措置 

前記の商標権者自らによる権利行使を行ったものの、侵害者がこれに応じな

い場合、侵害の程度や頻度等を考慮した結果侵害者に対して刑事罰を科す必要

があると考える場合、刑事措置をとることによって他の模倣業者に対する抑止

効果を狙う場合等には、刑事措置をとることが多い。 

 

刑事措置の最大のメリットは、侵害者に対して刑事罰を科すことができる点

であり、更に刑事罰を科すことができた場合には当該侵害者のみではなく、他

の模倣業者に対しても大きなインパクトを与えるため、抑止効果が期待できる。 

 

その一方で、有罪判決が下されるためには、刑事裁判において侵害行為の存

在等について合理的な疑いの余地のないほどに立証する必要があり、民事裁判

に比べて立証のハードルが高く、かつ、刑事措置は権利者ではなく、警察及び

検察が主導することとなるため、権利者の裁量によって手続における対応を決

定することが難しい点がデメリットとして挙げられる。 

 

もっとも、フィリピンにおける捜査手続や刑事裁判手続では、証拠の収集等

において権利者の協力・参加が不可欠であるため、これらの手続中に侵害者側
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と和解交渉を行い、合意に至った場合には、権利者がこれらの手続への参加を

取り止めることによって、実質的に手続を中止又は中断させることができるた

め、刑事措置を執った上で侵害者側と和解交渉を行うことも有益なアプローチ

である。 

 

フィリピンにおける商標権侵害に対する刑事措置の流れは以下のとおりであ

る。 

(i) 告訴・捜査 

フィリピンにおいて、知的財産権の刑事措置を執り行う機関は主として国

家警察（“Philippine National Police”）（以下「PNP」という。）と司法省国家捜

査局（“National Bureau of Investigation”）（以下「NBI」という。）である。商

標権者が刑事措置をとる場合には、原則として、侵害行為が特定の行政区の

みで行われている場合には PNP に、複数の行政区にわたる場合には NBI に

対して告発することとなる。 

告発を受けた PNP 又は NBI は、商標権者からの告発内容及び提出された

証拠を精査し、商標権侵害の疑いが強いと判断した場合には、裁判所に対し

て捜索差押令状の申請を行う。裁判所から捜索差押令状が発行された場合に

は、PNP 又は NBI は、権利者立会いのもと、対象の場所に対する強制捜査

（レイド）を実施し、模倣品及び模倣行為の証拠を押収する。 

 

(ii) 予備調査手続 

レイドによって証拠品が押収でき、商標権侵害の容疑が固まった場合には、

司法省又は検察庁による予備調査（“Preliminary Investigation”）が行われる。 

 

予備調査手続では、担当検察官が、商標権侵害の有無や刑罰の要否等を検

討した上で、申立てから 10 日以内に、当該申立てを棄却するか、容疑者側

からの反論・答弁を受け付けるかを決定し、容疑者側からの反論及び証拠の

提出後 10 日以内に、当該事件に関して裁判所での刑事裁判を行うべきか否

かの決定を行う。なお、担当検察官は、必要と認める場合には、当事者の審

問を行うこともできる。 

 

(iii) 刑事裁判手続 

上記の検察庁による予備調査を経て、刑事裁判を行う旨の決定が下された

場合には、刑事裁判手続が開始する。なお、知的財産権侵害に関する刑事裁
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判の管轄は各地域の商事裁判所が有しているため、同事件は当該地域の商事

裁判所に係属することとなる。 

 

裁判開始後 30 日以内に罪状認否及び（必要がある場合には）事前審理が

行われる。その後、法廷における審理が行われるが、審理手続は最長 60 日

間と定められており、審理終了後 30 日以内に当事者による最終弁論が行わ

れ、その後 60 日以内に判決が下される。 

 

当該判決に不服がある場合には、当事者は控訴裁判所へ上訴することがで

き、更に最高裁判所へ上訴することができる。 

 

③ 民事措置 

商標権者自らによる権利行使を行ったものの、侵害者がこれに応じない場合、

前記の刑事措置に代えて又はこれに加えて、民事措置を執ることもできる。 

 

民事措置と刑事措置の大きな相違点は、刑事措置の場合には侵害者に対して

刑事罰を科すことができるものの、権利者は何らの経済的補償も受けることが

できない一方、民事措置の場合には刑事罰を科すことはできないが、権利者が

損害賠償という形で経済的補償を受けることができる点である。この点が民事

措置の最大のメリットと言えるが、侵害者が資産を有していない場合には実効

性を欠くとともに、民事措置には刑事措置に比べてより多くの費用と時間を要

するというデメリットが存在する。 

 

フィリピンにおける商標権侵害に対する民事措置の流れは以下のとおりであ

る。 

(i) 訴訟提起 

商標権の侵害行為があった場合、商標権者は、損害賠償等を求めて、各地

域の商事裁判所に民事訴訟を提起することができる。商標権者によって民事

裁判が提起された場合、裁判所は 5 日以内に、召喚状と訴状（添付書類を含

む。）を被告に送達する。被告は、召喚状等の受領から 15 日以内に答弁書を

裁判所に送付し、かつその写しを原告に送付しなければならない。なお、当

事者は、相手方が保有している文書の検査及び開示等を求めるディスカバリ

ーの実施を裁判所に申請することもできる。 
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(ii) 民事裁判手続 

裁判所は、答弁書の受領又はディスカバリーの実施後に事前審理手続を行

い、両当事者の証拠及び主張の整理を行う。なお、事前審理は最長で 30 日

間までと定められている。その後、法廷における審理が行われ、審理の終了

から 45 日以内に判決が下される。もっとも、実務上は、民事裁判の進行に

関する各種の期間制限の規定が存在するにもかかわらず、様々な理由により

遅滞が生じることが常態化しており、訴訟提起から第一審の判決までに 3 年

程度を要することが通常である。 

当該判決に不服がある場合には、当事者は控訴裁判所へ上訴することがで

き、更に最高裁判所へ上訴することができる。 

 

④ 行政措置 

裁判所での刑事措置及び民事措置に加えて、フィリピンでは IPOPHL 等の行

政機関による行政措置を求めることも可能である。 

(i) DTI 及び IPOPHL 

損害賠償請求額が 20 万ペソ未満の知的財産権侵害事件については貿易産

業省（“Department of Trade and Industry”）法務部が、20 万ペソ以上の知的財

産権侵害事件については IPOPHL 法務局が管轄権を有している。IPOPHL 法

務局は、審理を行った上で、侵害行為の停止命令、模倣品の押収・破棄命令、

5,000 ペソ以上 15 万ペソ以下の過料等の行政罰を科すことができる170。 

 

更に、IPOPHL は、PNP 等の捜査機関と協力して、強制捜査（レイド）を

行う権限も有しているため、前記の刑事措置を執るにあたって、PNP や NBI

でなく、IPOPHL に対して告発を行うこともできる171。 

 

なお、IPOPHL は、2018 年 7 月 26 日付の 2018 年覚書回覧第 8 号（IPOPHL 

Memorandum Circular No. 008 Series of 2018）により、知的財産権侵害に対す

る行政事件等について、IPOPHL 法務局による裁判外紛争解決制度（ADR）

である調停に付されなければならないとして、行政罰を前提とした審理に先

立って調停を行うことを必要的なものとした。従前は調停の実施については

当事者の同意が必要であったところ、必ず調停手続を経るものとすることに

 
170 知的財産法 10 条 2 項 
171 知的財産法 10 条 2 項 
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より、当事者の互譲による早期解決を促進することを意図したものである。

模倣品の流通等によりその知的財産権を侵害されている企業にとっては、上

記覚書回覧に基づく変更により、IPOPHL に提起した行政事件において、相

手方との互譲による解決を図る機会が確保されるというメリットがある一

方、調停による解決を希望しない、あるいは調停による解決が現実的ではな

い場合においても、形式上調停手続を経なければならなくなる結果、紛争解

決までの期間が延び、その分の費用がかかるというデメリットが生じること

となる。 
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(ii) 関税局 

フィリピン国内で模倣品が発見され、その製造業者又は販売業者がフィリ

ピン国内にいる場合には、これらの者に対して前記の各種権利執行手続を執

ることとなるが、フィリピン国内の模倣品は中国やベトナム等国外で製造さ

れ、フィリピン国内に持ち込まれることが多い。このような場合には、フィ

リピン国内での執行手続は有効とは言えず、模倣品が税関や国内に持ち込ま

れた直後に搬入される倉庫等に所在しているうちに模倣品の流通を食い止

める、いわゆる水際措置が有効である。 

 

登録商標を模写し若しくは模倣し、又は当該物品がフィリピンにおいて製

造され若しくは当該物品が実際に製造される国若しくは地方以外の外国若

しくは地方において製造されていると誤認させることを意図した標章若し

くは商号を付した輸入商品は、フィリピンの税関で通関を許可されず172、関

税局（“Bureau of Customs”）（以下「BOC」という。）は、商標権を侵害して

いる輸入品を差し止める権限を有していることから、事前に模倣品が入って

いる貨物を特定できている場合には、BOC に対して当該貨物の検査及び模

倣品の差止めを求めることができる。 

 

もっとも、事前にどの貨物に模倣品が入っているか特定できることは稀で

ある。このような場合に有益なのが事前登録制度である。事前登録制度では、

事前に権利者が自己の知的財産権を BOC に登録しておくことにより、BOC

に対して当該権利者の商品が含まれる貨物を注意的に監視・検査するよう促

すことができる。水際措置の発動に係る手続は、税関行政命令第 6-2002 号

173等により定められており、その概要は次のとおりである。 

a. 知的財産の権利者又はその代理人は、BOC 局長に対し、その知的財産権

の侵害が疑われる物品に対する警告・停止命令を発出するよう書面によ

り申し立てる。この申立てに際しては、IPOPHL に既に登録されている

知的財産権の場合には IPOPHL 発行の登録証（未登録である場合にはこ

れに代わる裁判所その他の機関による知的財産権に係る申立人の主張

を基礎付ける決定等）が必要となる。これに加え、当該知的財産権に関

係するその他の情報及び対象となる製品の添付も必要である。 

  

 
172 知的財産法 166 条 
173 http://customs.gov.ph/wp-content/uploads/2014/02/CAO-6-2002.pdf 

http://customs.gov.ph/wp-content/uploads/2014/02/CAO-6-2002.pdf
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b. BOC は、前記 a.の申立て又は自ら了知した事実に基づいて、信用に足り

る情報がある場合には、知的財産権を侵害することが疑われる物品に対

して警告・停止命令を発する。 

c. 税関審査官は、警告・停止命令が受領されてから 24 時間以内に、知的

財産権者と荷受人（それぞれの代理人を含む）の立ち合いの下で警告・

停止命令の対象たる物品を審査する。 

d. 上記 c.の審査の結果、対象の物品について知的財産権の侵害の事実が認

められない場合には、警告・停止命令は解除される。それ以外の場合に

は、知的財産権者と荷受人双方からのヒアリングが実施される。 

e. ヒアリングの結果、知的財産権侵害の事実が認められた場合には、当該

物品の破棄等の命令が発出される。他方、そのような事実が認められな

い場合、警告・停止命令は解除される。 

 

このような BOC における水際措置の流れを図で示すと以下のとおりとな

る。 

BOC における水際措置の流れ

 

出典：関連法令等を参考に作成 
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 事例 

フィリピンにおける商標権侵害に関する重要な判例・事例は、以下のとおりで

ある。 

① 2004 年 8 月 18 日付け商標権侵害及び不正競争に関する控訴裁判所の決定に対

する再審請求に関する最高裁判所判決（McDonald’s Corporation and McGeorge 

Food Industries, Inc. v. L.C. Big Mak Burger, Inc. & Others (G.R. No. 143993)） 

(i) 当事者 

原告 : 1. McDonald’s Corporation 

2. McGeorge Food Industries, Inc. 
   

被告 : 1. L.C. Big Mak Burger, Inc. 

2. Francis B. Dy 

3. Edna A. Dy 

4. Rene B. Dy 

5. William B. Dy 

6. Jesus Aycardo 

7. Araceli Aycardo 

8. Grace Huerto 

(ii) 事案の概要 

本件は、原告らが、被告らに対して、被告らによる「Big Mac」商標の使用

が、原告 1 の商標権の侵害及び不正競争に該当するとして、損害賠償請求を

した事案である。 

 

原告 1 は、自ら又はフランチャイズ加盟店を通じて、ファーストフードレ

ストランのグローバルチェーンを運営する米国企業である。原告は、「Big 

Mac」の商標を、1979 年 10 月 16 日に米国で登録し、1985 年 7 月 18 日にフ

ィリピンにおいても登録している。また、原告 2 は、原告 1 のフィリピンに

おけるフランチャイジーである。一方、被告 1 は、マニラ首都圏等でファー

ストフード店を運営するフィリピン企業であり、その他の被告は、被告 1 の

発起人、株主、取締役である。 

 

原告らは、1990 年 6 月 6 日、マカティ地方裁判所に対して、主に以下を理

由として、被告らによる商標権侵害及び不正競争行為に基づく損害賠償請求

訴訟を提訴した。 
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➢ 被告らが食品のパッケージや看板、広告に使用している「L.C. Big Mak 

Burger, Inc」という標章は、原告 1 の「Big Mac」商標を色彩的に模倣し

ており、商標権侵害にあたる。 

➢ 被告らの行為により、一般消費者は、被告らが提供する商品や役務が、

原告らによって承認され、又は原告らと関係していると、混同、誤認す

る可能性が高く、商品の混同が生じる。 

➢ 被告らは、原告らと同じハンバーガー商品の販売事業に「Big Mak」標

章を使用しているため、事業の混同が生じるおそれもある。 

➢ 被告らによる商標権侵害の結果として、原告らの商品や事業について出

所の混同が生じ、原告らは「Big Mac」商標の価値の希釈化という損害

を被っている。 

 

これに対して、被告らは、「Big Mac」商標と、被告らが使用している「Big 

Mak」標章は、以下の差異を考慮すれば、混同のおそれが生じないと反論し

た。 

➢ 原告らは、「Big Mac」商標を二段重ねのハンバーガーにのみ使用してい

る一方、被告らは「Big Mak」の標章をハンバーガーのほか、麺類やピ

ザ等の商品にも使用している。 

➢ 原告らは、ハンバーガーを発泡スチロールの箱に入れ、赤いブロック体

の文字で「McDonald’s」のロゴ及び商標を付して、中・高所得者層向け

に、被告らのハンバーガーよりも高価な価格で販売している一方、被告

らはハンバーガーをプラスチックの包装紙やビニール袋に入れて主に

低所得者層向けに販売している。 

➢ 被告らは移動式バンで販売を行っているところ、原告らはドライブスル

ーサービスのある、エアコン付きの建物でハンバーガーを販売している。 

 

マカティ地方裁判所は、1994 年 9 月 5 日、主に以下の理由により商標権

侵害及び不正競争行為を認定し、原告らの被告らに対する損害賠償請求を認

容する旨の判決を下した。 

➢ 原告 1 は「Big Mac」商標を有効に保有しているところ、被告らが食品

に関する看板や包装、容器等に使用している「Big Mak」標章との間に

は、一応いくつかの差異がある。 

➢ しかしながら、原告らと被告らは同じハンバーガーを販売する事業者

であり、消費者は、被告らの商品が原告らの商品であると容易に混同

するおそれがある。 
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被告らは、かかる判決に対して控訴裁判所に控訴し、1999 年 11 月 26 日、

控訴裁判所は、主に以下の理由により被告らによる商標権侵害及び不正競争

行為を否定し、地方裁判所の判決を取り消し、原告らの被告らに対する損害

賠償請求を棄却する旨の判決を下した。 

➢ 商標権侵害が認められるには、両者の名称に類似性があるだけでは不十

分であり、全体的な表示又は本質的、実質的かつ特徴的な部分が、真正

品を購入しようとする通常の消費者を誤認させ、混乱させるおそれが必

要である174。 

➢ 原告らが使用している「Big Mac」商標は、一つの商品に対して使用さ

れている一方、被告らは「Big Mak」標章を、食品だけではなく、事業名

や法人名にも使用している。 

➢ 食品パッケージや看板に表示されている被告らの会社名や事業名は、赤

橙色の文字で記載されており、「B」と「M」は大文字であり、「Big Mak」

の文字の上には、大文字の「L.C.」が記載され、「Big Mak」の文字の下

には、大文字で綴られた「Burger, Inc.」の文字が記載されている。更に、

食品パッケージや看板に表示される企業名や事業名には、必ず会社のマ

スコットキャラクターが一緒に表示されている。加えて、被告らの食品

パッケージは、プラスチック素材でできている。 

➢ 以上のとおり、製品の外観や、「Big Mak」という標章の使用方法、一般

消費者への見せ方には大きな違いがあることが明らかである。原告らの

「Big Mac」商標を付した商品は二段重ねのハンバーガーであり、

「McDonald’s」のロゴと商標が赤色の大文字で印刷された発泡スチロー

ルの箱に入っており、被告らの商品よりも高い価格で販売されている。

ビッグマックを購入するためには、通常、商業施設にある「マクドナル

ド」レストランに行く必要があり、マクドナルドはその他の店舗と識別

されている。したがって、消費者において混同が生じるおそれはない。 

 

控訴裁判所の判決に対して、原告は、控訴裁判所に再考（“reconsideration”）

を求めたが、控訴裁判所は、2000 年 7 月 11 日、当該申立てを棄却した。そ

こで、原告は、最高裁判所に対して再審請求を行った。 

 

  

 
174 後述の全体評価テスト（“Holistic Test”）を採用する旨を判示した箇所である。 
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(iii) 最高裁判所判決の要旨 

最高裁判所は、被告らが「Big Mak」標章を法人名の一部としてのみではな

く、ハンバーガー商品にも使用していることを認定した上で、主に以下の理

由により、原告らによる再審請求を認めた。 

➢ 商標権侵害があったとするためには、以下の要件を主張立証しなければ

ならず175、このうち本質的要素は混同のおそれを生じさせることである。 

・ （被侵害者の）商標の有効性176 

・ （被侵害者の）商標の所有権 

・ 侵害者による商標等の使用が混同のおそれを生じさせること 

➢ まず、本件において、原告 1 は「Big Mac」商標を有効かつ正当に所有

している。 

➢ 混同のおそれに関して、法学上は全体評価テスト（“Holistic Test”）177と

主要部分テスト（“Dominancy Test”）の 2 つの判断方法が存在するとこ

ろ、控訴裁判所が全体評価テスト（“Holistic Test”）を採用したことは不

適切であり、これまでの裁判例において全体評価テスト（“Holistic Test”）

が否定されてきたことや、知的財産法 155 条 1 項において、侵害行為が

「登録商標の･･･主要な特徴を商業上使用すること」と定義されている

ことからすれば、主要部分テスト（“Dominancy Test”）を採用することが

適切である。 

➢ 主要部分テスト（“Dominancy Test”）を採用すれば、混同のおそれを判断

するに際しては、些末な差異は捨象し、当該商標の支配的な特徴を用い

ることで生じる商品の外観の類似性を重視することとなる。また、商標

が与える聴覚的、視覚的な印象がより重視される一方、商品の価格、品

質、販売方法や販売対象は重視しない。 

➢ 本件において、主要部分テスト（“Dominancy Test”）を適用すれば、混同

のおそれが生じることは明らかである。すなわち、「Big Mak」は、「Big 

Mac」と響きが同様であり、最初の単語も同じで、「Mak」の最初の 2 文

字は、「Mac」の最初の 2 文字と同じであり、かつ、「Mak」の「k」は、

「Mak」と発音すると「c」と同じように聞こえる。更に、フィリピン人

は、「k」を「c」の代わりに用いる。 

 

 
175 See A & H Sportswear Co. v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 167 F.Supp.2d 770 (2001) 
176 なお、被告は、「Big Mac」商標の有効性に関して、「Big」は一般的な用語であるため、「Big Mac」商

標のうち有効なのは「Mac」の部分のみである旨の主張も行っているものの、最高裁は「Big Mac」商標

は全体として取り扱うべきであると述べ、当該主張を排斥している。 
177 全体評価テスト（“Holistic Test”）とは、混同を生じさせる虞のある商標の類似性について、ラベルや

パッケージを含む製品に適用される標章の全体を考慮する判断方法をいう。 
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➢ 以上のとおり、聴覚的かつ視覚的に、両標章は共通又は類似しており、

被告らは「Big Mac」の支配的な特徴のみならず、ほとんど全ての特徴

を「Big Mak」に採用しているため、ハンバーガーという同一の商品に

「Big Mak」の標章が用いられた場合には、公衆に混同を生じさせるお

それは高い。 

➢ 商標権の保護は、潜在的な商品や市場分野についても及ぶのであって、

被告らがハンバーガー以外の商品に「Big Mak」標章を使用しているこ

とや、原告らと被告らの包装容器の種類が異なることは、商標権侵害を

否定する理由にはならない。 

➢ また、原告 1 の商標は著名であるところ、被告らは「Big Mak」の標章

を選択するに至った経緯や理由を十分に立証できなかったことから、被

告らは「Big Mak」の標章を採用することで、「Big Mac」商標の信用や

評判に便乗する意図があったことは明らかである。 

 

以上のとおり、最高裁判所は、混同のおそれを判断する方法として、全体

評価テスト（“Holistic Test”）と主要部分テスト（“Dominancy Test”）の 2 つの

方法があるところ、知的財産法 155 条 1 項の規定等を根拠に、主要部分テス

ト（“Dominancy Test”）を採用すべきことを明確にした178。 

 

その上で、控訴裁判所の 1999 年 11 月 26 日付け決定及び 2000 年 7 月 11

日付け決定を破棄し、被告らによる商標権侵害及び不正競争行為を認定した

マカティ地方裁判所の 1994 年 9 月 5 日付け判決を維持した。 

 

  

 
178 なお、最高裁は、その後も混同のおそれを判断する方法として Dominancy Test を継続して採用してい

る（G.R. No. 228165, Kolin Electronics Co., Inc. v. Kolin Philippines International, Inc., February 9, 2021 参照）。 
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② 2013 年 6 月 17 日付け告発状却下に関する移送決定に対する再審請求に関する

最高裁判所判決（Republic Gas Corporation & Others v. Petron Corporation & Others 

(G.R. No. 194062)） 

(i) 当事者 

原 告 : 1. Republic Gas Corporation 

2. Arnel U. Ty 

3. Mari Antonette N. Ty 

4. Orlando Reyes 

5. Ferrer Suazo 

6. Alvin U. Ty 
   

被 告 : 1. Petron Corporation 

2. Pilipinas Shell Petroleum Corporation 

3. Shell International Petroleum Company Limited 

(ii) 事案の概要 

被告 1 及び被告 2 は、フィリピンにおける液化石油ガス（LPG）の 2 大バ

ルク供給事業者かつ生産者である。被告 1 は、フィリピンにおいて、LPG 製

品に使用される「GASUL」及び「GASUL cylinders」商標の所有者であり、フ

ィリピンにおいて唯一、LPG 詰替業者や販売業者に対して、「GASUL」の LPG

容器及び製品並びにその商標の使用及び販売等を許可する権限を有してい

る。また、被告 2 は、「SHELLANE LPG」製品の製造、販売及び流通に関し

て、「SHELLANE」及び「SHELL device」の商標を含む、被告 2 の親会社で

ある被告 3 の商号、商標、シンボル及びデザインをフィリピンで使用するこ

とを許可されており、フィリピンにおいて唯一、LPG 詰替業者や販売業者に

対して、「SHELLANE LPG」の容器や製品の使用及び販売等を許可する権限

を有する事業者である。 

 

一方、原告 1 は LPG の補充、購入、販売、流通、卸売り及び小売の販売事

業に従事することを正式に許可された企業であり、原告 2 乃至 6 は、原告 1

の取締役及び役員である。 

 

2004 年 2 月 5 日、LPG ディーラーズ・アソシエーションは、特定の事業

者が、被告らの登録商標が付された LPG シリンダーの不正な充填、販売及

び流通に従事しているという報告を受け、石油製品の違法取引及び／又は

LPG 製品の販売における過少納入又は過少充填の疑いについて、NBI に告発
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状を提出した。上記の告発状に基づき、NBI が調査を行った結果、原告 1 が、

被告らの商標を付した LPG シリンダーの補充及び販売に従事していること

が判明したため、NBI は、2005 年 1 月 28 日、商標権侵害の疑いで、原告ら

を司法省に告発した。 

 

しかしながら、2006 年 1 月 15 日、市検察官は、主に以下の理由により告

発状を却下した。 

➢ 提出された証拠が、原告らが被告らの製品を販売していたことや被告ら

登録商標を模倣・複製したことを示すのに不十分であること 

➢ 原告らが LPG の補充と販売の事業を行う上で、欺瞞の意図はなかった

こと 

 

上記の決定に対して NBI が司法省に控訴したが、司法省は、2008 年 9 月

18 日付の決議で、空のボンベを補充すること自体は犯罪ではなく、液化石油

ガスの補充と販売に従事することは原告らの正当な業務であることから、原

告 1 の商品を被告らの商品であると偽ったわけではないとして、検察官によ

る告発状の却下を支持した。 

 

これを受けて、被告らは控訴裁判所に対して移送（“certiorari”）の申立て

を行い、控訴裁判所は、2010 年 7 月 2 日付の決定で、移送申立を認め、司法

省が下した 2008 年 9 月 18 日付の決議を破棄し、司法省に差し戻す旨の決定

を下した。 

 

この控訴裁判所の決定に対して、原告らは、再審請求を行ったが、控訴裁

判所は、2010 年 10 月 11 日付の決議で再審請求を却下した。そこで、原告ら

は、最高裁判所に対して移送決定の再審査請求を行った。 

 

(iii) 判決の要旨 

最高裁判所は、類似の事案（Ty v. De Jemil (G.R. No. 182147, December 15, 

2010)）において、商品又は役務の販売、流通、広告に関連して登録商標が付

された容器を無許可で使用することは、購入者や消費者の間に混同、誤認、

欺瞞を引き起こす可能性があり、商標権侵害とみなされる旨が明確に判示さ

れていることを述べ、原告 1 は、被告らの同意を得ずに、被告らの登録商標

が付された LPG 容器にガスを補充したことで実際に商標権侵害を行ってお

り、当該行為が消費者を混乱させることは明らかであり、かつ、一般消費者
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は、原告 1 が被告らの登録商標が付された空の LPG 容器を受け取り、再販

売のために充填する行為により、原告 1 が LPG 製品の正規の充填業者及び

販売業者であると信じてしまうことになると判示した。 

 

更に、最高裁判所は、会社の役員や取締役は、その行為、不履行又は不作

為によって会社が犯罪を行った場合、当該犯罪に対して責任を負うとして、

本件において、原告 2 乃至 6 は、原告 1 の業務を直接管理監督しており、原

告 1 が商標権侵害行為を行っていることを認識していたはずであるから、原

告 1 という法人格を用いて、役員ら個人の刑事責任を免れることはできない

と判示した。 

 

以上により、最高裁判所は、原告らによる再審査請求を却下し、控訴裁判

所の 2010 年 7 月 2 日付け決定及び 2010 年 10 月 11 日付け決議を維持した。 
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③ 2012 年 9 月 19 日付け商標権侵害及び不正競争に関する IPOPHL 長官決定

（Fredco Manufacturing Corporation v. President and Fellows of Harvard College (IPO 

Appeal No. 10-2011-0003)） 

(i) 当事者 

申立人 : Fredco Manufacturing Corporation 
   

被申立人 : President and Fellows of Harvard College 

(ii) 事案の概要 

本件は、被申立人が、「HARVARD」の商標を付して衣服等の販売を行って

いた申立人に対して、当該商標の使用差止及び損害賠償請求を行った事案で

ある。 

 

なお、申立人は、2005 年 8 月 10 日、被申立人による本件の商標使用差止

及び損害賠償請求に先立って、被申立人の以下の登録商標（第 25 類）に対

して、自社が以下の商標について先行して登録し、かつ、使用していること

を理由に、被申立人の登録商標の取消請求を行ったところ、主に次の理由に

より、最高裁判所において当該請求が棄却されている179。 

申立人の登録商標 被申立人の登録商標 

 

 

 

 

 

指定区分：第 25 類 

指定商品：Tシャツ、ポロシャ

ツ、ブリーフ、ジャケ

ット、スラックス等 

 

指定区分：第 25 類 

指定商品：スウェットシャツ、T

シャツ、帽子等 

 
179 Fredco Manufacturing Corporation v. President and Fellows of Harvard College [G.R. No. 185917, June 1, 2011]

（以下「前最高裁判決」という。） 
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➢ 申立人が、ハーバード大学やマサチューセッツ州ケンブリッジとは何の

関連や関係もなく、申立人又はその前身の会社は 1936 年に米国で設立

されたわけではないにもかかわらず、ロゴにこれらの文言を用いること

について、その理由を説明できないことからすれば、申立人は、被申立

人の権威や信用に便乗する意図があることが明らかである。 

➢ フィリピン及び米国は、いずれもパリ条約に加盟しているところ、パリ

条約 6 条の 2 において、加盟国は、ある商標が、他の加盟国の当局が他

国において広く周知されていると認める商標の複製である場合又は当

該商標と混同を生じさせるおそれがある場合には、職権又は利害関係人

の請求により、商標登録を拒絶し又は無効とし、その使用を禁止すべき

旨を定めている。なお、同条の保護を受けるためには、当該商号がフィ

リピン国内で実際に使用されている必要はない。 

➢ また、パリ条約 8 条は、加盟国における商号は、当該商号が商標の一部

であるか否かを問わず、出願又は登録を要することなく保護される旨を

定めている。 

➢ この点に関して、「HARVARD」は、世界的に著名なハーバード大学の商

号であり、被申立人の商標でもあるところ、パリ条約 8 条に基づき、ハ

ーバード大学はフィリピンでの商号登録がなくとも、「HARVARD」の商

号について、フィリピン国内で保護を受ける権利を有している。 

➢ また、「HARVARD」商標は、世界 50 カ国以上で登録され、米国のみな

らず、フィリピンを含む国際的にも著名な名称、商標であることには疑

いの余地がない。したがって、被申立人は、フィリピンにおいて

「HARVARD」の商標登録を申請する以前から、パリ条約第 6 条の 2 及

び第 8 条に基づき、当該商標について保護を受ける権利を有する。 

 

被申立人は、2004 年 4 月 20 日、以下の理由により、IPOPHL 法務局に対

して、申立人による商標の使用差止め及び損害賠償を求める申立てを行った。 

➢ 被申立人は、1636 年に設立され、350 年以上の歴史がある米国の高等教

育機関であり、フィリピンを含む世界中の国で、様々な分類において

「HARVARD」という商標を登録し、使用している。 

➢ 被申立人は、1990 年代に、フィリピンにおいて、「HARVARD VERITAS 

SHIELD DESIGN 」、「 HARVARD VERITAS SHIELD SYMBOL 」、

「HARVARD」及び「HARVARD GRAPHICS」という商標を第 16 類、第

18 類、第 21 類、第 24 類、第 25 類及び第 41 類等で登録している。 

➢ 申立人は、2003 年 3 月頃、同社のウェブサイトにおいて、HARVARD 

JEANS USA というブランド名のパンツやジャケット、T シャツ等の衣
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類に、「JEANS」や「USA」という文字と組み合わせて、「HARVARD」

という名称を無許可で使用していた。そこで、被申立人は、申立人に対

して、同年 5 月 23 日に警告文を送付したが、申立人は、2003 年 6 月 2

日、申立人が 1985 年に既に商標登録を行っており、当該商標登録に基

づき「HARVARD」の商標を使用していたと反論した。これに対して、

被申立人は 2003 年 7 月 28 日、申立人に 2 回目の警告書を送付したが、

申立人からは回答がなかった。 

 

一方、申立人は、主に以下のとおり反論を行った。 

➢ 申立人の前身である New York Garments Manufacturing & Export Co., Inc.

は、1982 年 1 月 2 日、フィリピンにおいて初めて、T シャツ、パンツ、

ジャケット等に「HARVARD」という商標を使用しており、1985 年 1 月

24 日、第 25 類について「HARVARD」の商標出願を行い、1988 年 12 月

12 日に登録されている。 

➢ 申立人は、1995 年 11 月 9 日の設立以来、「HARVARD」という商標を用

いて衣類の製造・販売を行ってきた。 

➢ 「Harvard」という商標は、衣類の出所を誤認させるために使用されたも

のではなく、また、米国のいかなる機関をも関連又は連想させるために

使用されたものでもなく、「1936」という数字や「Cambridge Massachusetts」

の文字には特別な意味はない。 

➢ 申立人は、フィリピンにおいて、1988 年に第 25 類で「HARVARD」と

いう商標を登録し、1982 年 1 月 2 日を初使用日とする、前身の会社を

通じて、当該商標の権利者であり先使用者である。 

➢ 被申立人が 1993 年 11 月 25 日付けにて本国で登録した「Harvard Veritas 

Shield」（第 25 類）（商標登録第 56561 号）は、不正に取得されたもので

あるため、被申立人は、第 25 類の「HARVARD」という商標について権

利を有しておらず、取り消されるべきである。 

➢ 被申立人により、「HARVARD」という商標が使用されている商品やサー

ビスは、教育等に関するものであるから、申立人が第 25 類の商品につ

いて当該商標を使用しても混同を生じさせるものではない。 

➢ 被申立人によるフィリピンにおいての商標登録は、本国登録に基づくも

のであるところ、申立人は、被申立人による商標の本国登録日よりも早

い 1982 年 1 月 2 日から当該商標を使用している。 

 

法務局局長は、2011 年 11 月 14 日、前最高裁判決を引用し、被申立人が

「HARVARD」という商標の真の所有者であり、同商標を使用し、登録する
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権利を有するとする同最高裁判決を支持し、申立人による「HARVARD」と

いう商標の使用は、商標権侵害及び不正競争に該当する旨の決定を下し、申

立人に対する損害賠償請求を認めた。 

 

これに対して、申立人は、2011 年 12 月 23 日、法務局局長が前最高裁判決

に依拠することは誤りであり、商標権侵害及び不正競争に関する本事案にお

いては、申立人が善意の先使用者として、第 25 類について、「HARVARD」

という商標を使用する権利を有していたかが問題であると主張し、IPOPHL

長官に対して不服申立てを行った。また、申立人は、商標権侵害に当たらな

いことの理由として、被申立人がフィリピンにおいて、第 25 類の商品に対

して「HARVARD」という商標の商業的使用を行っていないことや、被申立

人による損賠償額についての立証が不十分であること等を主張した。 

 

(iii) 決定の要旨 

IPOPHL 長官は、商標権侵害があったとするためには、以下の要件を立証

しなければならないとした。 

➢ （被侵害者の）商標の有効性 

➢ （被侵害者の）商標の所有権 

➢ 侵害者による商標等の使用が混同のおそれを生じさせること 

その上で、本件においては、被申立人は、既に前最高裁判決において認定

されているとおり、「HARVARD」という商標の真の所有者かつ正当な登録者

であり、混同可能性についても立証がされている一方で、申立人は、抗弁と

して善意の先使用（知的財産法 159 条 1 項）を主張しているが、申立人が被

申立人との関係性を誤認させる目的で「HARVARD」という商標を使用して

いたことは前最高裁判決が示すとおり明らかであるから、申立人の「善意」

は認められないとした。そして、申立人が、「HARVARD」や「Cambridge, 

Massachusetts」という文字を用いた理由について、合理的な説明ができなか

ったことからすれば、申立人が何らの関係を有しない被申立人と関係がある

ように見せかけ、被申立人の知名度を利用しようとしたものと推認されると

し、申立人による商標権侵害を認めた。 

 

更に、申立人は、被申立人による損害額の立証が不十分であったと主張し

ているが、知的財産法 156 条 1 項は、商標権侵害に基づく損害賠償の額につ

いて、「裁判所が、損害を合理的に容易に算定することが困難な場合、被告

の総売上高又は権利侵害に係る商標に関連したサービスの価値に基づき裁
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定する適切な損害額」とすることを定めており、商業上の信用は金銭的評価

が困難であるから、損害額の立証は不要であると判断した。 

 

以上から、IPOPHL 長官は、申立人による商標権侵害を認め、申立人によ

る不服申立てを棄却した。 
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④ 2019 年 12 月 27 日付け商標権侵害及び不正競争に関する IPOPHL 長官決定

（Petron Corporation v. Zevron Petroleum (IPO Appeal No. 10-2018-0004)） 

(i) 当事者 

申立人 : Petron Corporation 
   

被申立人 : Zevron Petroleum 

(ii) 事案の概要 

本件は、申立人が、被申立人に対し、被申立人の以下の商標及び店舗外観

が、申立人の以下の商標及び店舗外観に類似しているとして、商標権侵害及

び不正競争を理由に損害賠償請求を行った事案である。 

申立人の商標 被申立人の商標 

  

 

申立人の店舗外観 被申立人の店舗外観 

 

 

申立人は、主に以下の理由により、被申立人が商標権侵害等を行ったと主

張した。 

➢ 被申立人は、申立人の使用しているデザインと類似のデザインを使用す

ることで、自社のサービスステーションに申立人のサービスステーショ

ンの一般的な外観を付与しようとしている。 
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➢ 被申立人は「ZEVRON」という用語を使用することで、申立人の

「PETRON」という商標を侵害し、申立人の商品と同一の商品を広告し

ているかのように誤認混同を生じさせている。 

➢ 被申立人は、店舗の屋根に申立人が採用している赤と青の色彩や全体的

な外観に類似したデザインを採用することで、故意に、申立人のデザイ

ンによって生み出される信用を利用しようとしたものである。 

 

IPOPHL 法務局局長は、2017 年 12 月 22 日、主に以下の理由で、申立人の

請求を棄却した。 

➢ 被申立人の「ZEVRON」という用語は、接尾語が「RON」であり、申立

人の登録商標である「PETRON」と類似しているものの、発音が明らか

に異なるため、混同のおそれは低い。 

➢ 両者の使用しているデザインは、被申立人のデザインが「Z」を配置し

たものである点等で異なっている。 

➢ 消費者である自動車の所有者は、ガソリン提供者の品質及びサービス等

について細心の注意を払っており、ガソリンは価格が安くないため消費

者は慎重に買い物を行うことから、混同が生じるおそれは低い。 

 

当該決定を受けて、申立人は、2018 年 3 月 1 日、IPOPHL 長官に対して、

不服申立てを行った。 

 

(iii) 決定の要旨 

IPOPHL 長官は、主に以下の理由により、2017 年 12 月 22 日付けの法務局

局長の決定を取消し、被申立人による商標権侵害及び不正競争行為を認定す

る旨の決定を下した。 

➢ 商標権侵害の本質は、混同のおそれを生じさせることであり、混同のお

それの有無は相対的に判断される。 

➢ 申立人と被申立人の商標は、その使用状況に照らせば、類似性が明らか

である。すなわち、両者は、提供する商品及び役務が同一かつ密接な関

係にあるところ、両標章には同一の接尾語「RON」が付されており、被

申立人は施設の色彩に赤と青を採用していることから、被申立人が

「ZEVRON」の商標を使用すれば、当該商標が「PETRON」商標の異な

るバージョンであるとの誤認、混同を生じさせるおそれがある。 

➢ 被申立人は、「ZEVRON」標章を申立人の役務と同一の役務である、ガ

ソリンスタンドに使用しているため、商品の混同が生じる。また、申立
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人の「PETRON」商標が著名であるとしても、「ZEVRON」の消費者が、

「ZEVRON」も申立人が所有し、販売を行っていると信じる可能性があ

り、被申立人は、紛らわしい標章を用いることで、消費者に「PETRON」

を連想させ、利益を得ることができるため、営業上の混同が生じるおそ

れがある。 

➢ 混同のおそれを判断するには、主要部分テスト（“Dominancy Test”）の方

法を用いるべきであるところ、申立人の「PETRON」の標章と、被申立

人の「ZEVRON」の標章を比較すると、標章自体が支配的な特徴である

ため、両標章の聴覚的、視覚的な外観が紛らわしいことは否定できない。

更に、被申立人は、「ZEVRON」に「PETRON」標章の支配的な特徴だけ

でなく、ほとんど全ての特徴を採用していることが明らかである。そう

だとすれば、これらの標章が同一のサービスに使用された場合、公衆に

混乱を生じさせるおそれが高い。 

➢ 加えて重要なことは、申立人は、「PETRON」の標章を、被申立人が

「ZEVRON」標章を使用する相当以前から使用、登録していたことから

すれば、被申立人は、申立人の「PETRON」標章から生ずる信用に便乗

する意図がないことを立証すべき責任がある。それにもかかわらず、被

申立人は、赤と青の色彩の使用を含めて、ガソリンスタンドの標章に

「ZEVRON」を採用するに至った経緯及び理由を十分に説明できなかっ

たことから、被申立人は、ガソリンスタンド市場における自らの標章の

認知度を高めるための広告宣伝費の多くを節約する目的で、申立人の

「PETRON」標章を模倣する意図があったと考えるほかない。 
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⑤ 2021 年 6 月 30 日付け商標権侵害及び不正競争に関する IPOPHL 法務局局長決

定（Perry Ellis International, Inc. v. Sze Ye Se (IPO Decision No. 2021-15)） 

(i) 当事者 

申立人 : Perry Ellis International, Inc. 
   

被申立人 : Sze Ye Se 

(ii) 事案の概要 

本件は、以下の登録商標を有する申立人が、被申立人が以下の商標を使用

していることを理由に、被申立人に対し、商標権侵害及び不正競争を理由に

損害賠償請求を行った事案である。 

 

申立人の商標 被申立人の商標 

 
 

 

申立人は、主に以下の理由により、被申立人が商標権侵害等を行ったと主

張した。 

➢ 申立人は、上記商標の所有者であり、ペンギンのマークの付いたゴルフ

シャツに同商標を付して販売している会社である。同商標は、1959 年 2

月 10 日に米国において商標登録されている。 

➢ 申立人の前身である Munsingwear, Inc.は、1973 年 6 月 22 日、フィリピ

ンにおいて、ゴルフシャツ等のスポーツウェアを指定商品として、上記

商標の商標登録を行った。また、申立人は、その他にも「PENGUIN 

DEVICE」に関連する複数の商標を登録し、有効に保有している。 

➢ 申立人は、2011 年 7 月、ライセンシーを通じて、被申立人がペンギンの

マークがついた「YOUNGMAN」というブランドのシャツを販売してい

ることを発見し、被申立人に対して警告文を送付した。申立人は、ペン
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ギンのマークが、被申立人の使用している商標の支配的部分であり、被

申立人によるシャツの販売は、申立人が保有する商標権を侵害すると主

張した。 

 

一方、被申立人は、申立人の主張は、過去に裁判（Munsingwear, Inc. v. Sze 

Ye Se（CA-G.R. SP No. 11529））（以下「前事案」という。）において争われ

ており、Munsingwear, Inc.のペンギンのデザインと、被申立人が使用してい

る「YOUNGMAN & PENGUIN DEVICE」商標との間に混同を生じさせる類

似性がないことを理由に、取消請求の棄却が確定していることを理由に反

論した。 

 

(iii) 決定の要旨 

IPOPHL 法務局局長は、主に以下の理由で、被申立人が使用しているロゴ

は、申立人の登録商標を侵害していると認め、被申立人は「YOUNGMAN」

の文字が含まれていないロゴの使用を停止しなければならないと判断した。 

➢ 混同の有無に関して、両商標が類似していることは明らかであるところ、

両商標はいずれも衣類に使用されており、通常の購入者が、誤認して他

方の商品を購入する等、商品の混同が生じる可能性がある他、両社の間

に何らかの関係があると誤認し、ビジネスの混同が生じるおそれがある。 

➢ 一方で、被申立人は、1973 年 2 月 6 日、以下の「YOUNGMAN AND A 

REPRESENTATION OF A BIRD」の商標登録を行っている（商標登録第

18421 号）。当該商標登録の有効性は前事案において争われ、当時の

IPOPHL は、主に以下の理由により、当該商標登録が有効であると判断

されており、控訴裁判所においても同判断が支持されている。 

・ 2 つの商標にペンギンのデザインが採用されていることは事実で

あるが、当該事実のみでは混同可能性の立証は不十分である。 

・ 被申立人の商標はペンギンのデザインではなく、むしろ

「YOUNGMAN」の文字が支配的な特徴であるといえるから、両

商標には混同のおそれはない。 

・ Munsingwear, Inc.による先使用の証明が不十分である。 
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前事案において争いとなった被申立人の商標 

 

 

➢ しかしながら、本件において申立人は、被申立人が「YOUNGMAN」の

文字を含まないペンギンのデザインのみを被申立人の商品の一部にロ

ゴとして使用していると指摘している。IPOPHL 及び控訴裁判所が、両

商標の混同のおそれを認めなかったのは、主に被申立人の商標に

「YOUNGMAN」という文字が含まれていたからであり、当該文字が含

まれていなければ、被申立人の商標は、申立人の商標と容易に混同され

る。 
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13. IPOPHL が提供するオンラインツール 

 eTM File 

IPOPHL は、オンラインで商標出願を行うことのできる eTM File を提供してい

る180。eTM File の実際の利用画面・方法は以下のとおりである。 

 

IPOPHL ウェブサイトのトップページ 

 

① 右上の「E-SERVICES」をクリック 

  

 
180 https://tm.ipophil.gov.ph/sp-ui-tmefiling/wizard.htm?execution=e1s1 

①  

https://tm.ipophil.gov.ph/sp-ui-tmefiling/wizard.htm?execution=e1s1


 

107 

E-SERVICES のトップページ 

 

 

② FILING 内の「TRADEMARK」の「FILE」をクリック 

  

②  



 

108 

eTM File のトップページ 

 

 

③  出願する商標の種類（文字商標、図形商標、結合商標、立体商標のいずれ

か）を選択 

  

③  
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文字及び図形の結合商標を選択した場合 

 

④  出願する標章の見本データを添付 

⑤  出願する標章の名称を入力 

⑥  出願する標章の詳細（色の有無等）を入力 

⑦  ディスクレームの有無を入力 

⑧  翻訳・音訳を入力 

⑨  団体商標の場合又は商標に色が含まれる場合にはクリック  

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
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指定商品・役務の選択 

 

 

 

 

⑩  指定商品・役務を選択。「Search」をクリックすると IPOPHL が認定してい

る指定商品・役務のリスト（⑪）から選択できるようになる。自ら入力し

たい場合には「I want to provide my list」を選択 

  

⑪ 

⑩ 
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類似商標の検出 

 

 

⑫  IPOPHL のデータベースより自動的に出願商標に類似する商標が表示され

る。類似商標を検討の上、出願を進めるか否かを判断する 

⑬  優先権主張をする場合には「Yes」をクリックの上詳細を入力 

  

⑫ 

⑬ 
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出願人・代理人の詳細情報の入力 

 

⑭ 出願人の詳細情報を入力 

⑮ 代理人の詳細情報を入力 

  

⑭ 

⑮ 
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その他補足情報の入力 

 

 

⑯ 小企業に該当する場合にチェック 

⑰ 優先審査（前記 5.(3)参照）を申請する場合にチェック 

⑱ 出願と同時に使用宣言書を提出する場合にチェック 

  

⑯ 

⑰ 

⑱ 
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委任状の提出及び支払者の入力 

 

 

⑲ 出願と同時に委任状を提出する場合にはチェック 

⑳ 支払いを行う者の氏名を入力 

 

その後、支払画面となり（Dragonpay（フィリピンのオンライン決済サービス）

かクレジットカードが選択可能）、支払情報を入力して出願完了となる。 

 

  

⑲ 

⑳ 
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 eDoc File 

出願後の応答手続きに関連する書類の提出については、IPOPHL の提供する

eDoc File を利用して行うことができる181。eDoc File の実際の利用画面・方法は

以下のとおりである。 

 

E-SERVICES のトップページ 

 

① POST-FILING 内の「TRADEMARK」の「FILE」をクリック  

 
181 https://edoc.ipophil.gov.ph/eDOCfile/ 

①  

https://edoc.ipophil.gov.ph/eDOCfile/
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eDoc File のトップページ 

 

 

② 希望する応答手続の種類を「Request group」から選択し、提出する書類の

内容を「Request Type」から選択する。 

  

②  
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なお、「Request group」をクリックすると上記のように応答手続の種類を選択で

きるようになっており、以下の応答手続が表示される。 

 放棄／取消（Abandonment / Cancellation） 

 許可／登録（Allowance and Registration） 

 不服申立て（Appeals / Petitions / Motions） 

 使用宣言書・不使用宣言書（DAU / DNU） 

 分割（Divisional） 

 期限延長（Extension of time） 

 マドリッド（Madrid） 

 再登録（Reconstitution） 

 記録（Recordal） 

 申請（Requests） 

 応答（Responses） 

 復帰（Revival） 
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使用宣言書／不使用宣言書を選択した場合 
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 Philippines Trademark Database 

IPOPHL は、WIPO のデータベースを利用した商標のオンライン検索ツールで

ある Philippines Trademark Database を提供している182。Philippines Trademark 

Database の実際の利用画面・方法は以下のとおりである。 

E-SERVICES のトップページ 

 

①  PRE-FILING 内の「TRADEMARK」の「SEARCH」をクリック  

 
182 https://www3.wipo.int/branddb/ph/en/ 

①  

https://www3.wipo.int/branddb/ph/en/
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Philippines Trademark Database のトップページ 

 

② 「SEARCH BY」内に検索条件を入れることにより検索。なお、以下の検

索方法が選択できる。 

 Mark：標章の文字、商標出願人・商標権者の名称及び／又は指定商

品・役務での検索 

 Names：商標出願人・商標権者の名称及び／又は代理人の名称 

 Numbers：登録番号及び／又は出願番号 

 Dates：登録日、出願日及び／又は期限満了日 

 Class：ウィーン分類に基づく指定区分及び／又はニース国際分類に

基づく指定区分 

  

②  



 

121 

 

なお、検索の結果、該当する商標の分類（出願の状況（審査中か登録済か等）、商

標の種類（文字商標か結合商標か等）、出願年、商標権者の国及び期限満了年）と

それぞれの件数が上記③に表示される。 

  

③  
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 IPOPHL Mobiliz（モバイルアプリ） 

IPOPHL は、2020 年 10 月 19 日、Google Play 及び App Store においてモバイル

アプリ「IPOPHL Mobiliz」の提供を開始している183。ユーザーは、出願や検索、

更には商標権侵害の通報まで、IPOPHL が提供する全てのサービスを、同アプリ

を用いて行うことができる。 

 

アプリ画面トップページ 

 

  

 
183 https://www.facebook.com/IPOPHL/photos/a.127946453920468/3374437465938001/?type=3 

https://www.facebook.com/IPOPHL/photos/a.127946453920468/3374437465938001/?type=3
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Trademarks を選択した場合の画面 
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Apply Online を選択した画面 

 

 

なお、上記の画面は IPOPHL のモバイルウェブサイトであり、その後の手続き

は前記(1)と同様となる。 
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14. 料金 

商標の出願、登録、更新、当事者間手続等に係る料金は、以下のとおりである184。 

料金の種類 小企業 大企業 

一般手数料 

文書検索費用（2～3 日） 207 / box 207 / box 

文書検索費用（特急（1 日）） 560 / box 560 / box 

記録の復元依頼 900 900 

認証 370 370 

認証済みの真正の写し 500 500 

印刷（1 枚あたり） 20 20 

IPOPHL Box（年間） 3,000 3,000 

コピー（国内）（1 枚あたり） 

注：適宜変更される 
3.50 3.50 

公告（E-Gazette）の定期購読（12 ヶ月間） 12,600 12,600 

拒絶・審査官の措置・最終命令又は決定に対

する局長への不服申立て 
3,300 3,300 

局長の決定に対する再考申立 3,300 3,300 

局長の決定に対する長官への異議申立て 5,500 5,500 

その他の請求 300 700 

公告の延期依頼 1,000 2,000 

執行 

権利者による執行への異議の提出 2,000 2,000 

商標関連 

出願料（1 区分あたり） 1,200 2,592 

優先権主張（1 区分あたり） 860 1,800 

色・識別性の主張（1 区分あたり） 280 600 

優先権審査の申請 2,990 6,240 

  

 
184 https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/general-and-other-fees/ 
https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/trademark-related-fees/ 

https://www.ipophil.gov.ph/services/ip-adjudication/adjudication-filingreqs-fees/ 

https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/general-and-other-fees/
https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/trademark-related-fees/
https://www.ipophil.gov.ph/services/ip-adjudication/adjudication-filingreqs-fees/
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審査 

意見書提出の期間延長 340 720 

分割出願 280 600 

放棄された出願の回復 570 1,200 

審査官による審査の中断 460 960 

長官による審査の中断（初回） 570 1,200 

本国登録の写し提出期限の延長 570 1,200 

長官による審査の中断（第 2 回） 1,800 3,840 

補正料 400 840 

長官への異議申立の延長 1,800 1,800 

取下げ／放棄 280 600 

登録許可／公告 900 960 

未払いの初回の公告からの回復 570 1,200 

未払いの第 2 回目の公告からの回復 570 1,200 

原簿の復元 860 900 

原簿への記録料 400 840 

IPOPHL で必要としないライセンス契約その

他の書類の記録 
340 720 

区分の追加 1,200 2,592 

登録・公告費用（登録商標） 900 960 

登録 

登録証（COR）の発行 570 1,200 

登録の公告（第 2 回の公告） 900 960 

小規模企業から大企業への出願移転（初回） 3,000＋公告費用 

小規模企業から大企業への登録商標の譲渡

（初回） 
5,500＋公告費用 

訂正（IPOPHL に過失がない場合） 570 1,200 

自発的取消 280 600 

自発的な権利の部分放棄 280 600 

登録の分割 570 1,200 
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登録の更新 

登録の更新（1 区分あたり） 3,100 6,600 

更新時の加算金（1 区分あたり） 1,500 3,300 

使用宣言書の提出 

使用宣言書の提出 3 年目（1 区分あたり） 900 1,920 

使用宣言書の提出 5 年目（1 区分あたり） 1,100 2,400 

更新時の使用宣言書の提出（1 区分あたり） 1,100 2,400 

中間更新時の使用宣言書の提出（1 区分あた

り） 
1,100 2,400 

3 年目の使用宣言書提出期間延長 1,800 3,840 

不使用宣誓の提出 3 年目（1 区分あたり） 900 1,920 

不使用宣誓の提出 5 年目（1 区分あたり） 1,100 2,400 

マドリッド協定議定書関連 

手数料 NA 2,592 

個別手数料（1 区分あたり） NA 5,712 

更新時の個別料金（1 区分あたり） NA 8,760 

更新時の個別料金（区分ごとの加算金あり） NA 13,140 

転換料金（1 区分あたり） NA 2,592  

代替料金 NA 720 

その他の請求 NA 720 

住民票の写しの提出期限の延長 NA 1,200 

当事者間手続関連 

異議申立て／取消請求 10,000 14,600 

異議申立期間の延長 800 1,700 

通貨単位はフィリピンペソ 
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参考資料 1 商標出願書の様式185 
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185 https://drive.google.com/file/d/1ZSq6q_iOMzp40dfaaBGcwNRiwFCJQqtL/view 

https://drive.google.com/file/d/1ZSq6q_iOMzp40dfaaBGcwNRiwFCJQqtL/view
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参考資料 2 優先審査申請書の様式186 

 

 
186 https://drive.google.com/file/d/1mOU9Puhuk8tVjNl9pvBkn_nW4yF1_Gzk/view 

https://drive.google.com/file/d/1mOU9Puhuk8tVjNl9pvBkn_nW4yF1_Gzk/view
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参考資料 3 使用宣言書の様式187 

  

 
187 https://drive.google.com/file/d/1IVF-3-l6zkjHGQiPLA6ng8umnemBMEpq/view 

https://drive.google.com/file/d/1IVF-3-l6zkjHGQiPLA6ng8umnemBMEpq/view
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